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 第１章 茨木市総合交通戦略について 

 茨木市総合交通戦略改定の背景・目的 

本市では、2014 年に、本市にふさわしい交通のあり方について検討し、本市の交通体系として整理

したうえで交通施策を推進するために、茨木市総合交通戦略を策定しました。 

2023 年で策定から 10 年が経過し、新型コロナウイルス感染症による影響や運輸分野の 2024 年問

題、新技術の開発・展開等、策定時から社会情勢が大きく変化したことや、市内においても JR 総持

寺駅の開業や新名神高速 IC の供用、大学の移転・進出をはじめとした様々な事業が進む等、茨木市

内の環境も変化しています。 

これらのことから、短・中期で実施した施策全体の評価を行うとともに、現在の茨木市の状況を

踏まえ、これからの 10 年に向けて計画を改定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 茨木総合交通戦略のスケジュール 

 

表 茨木市の変遷と日本・世界の主な出来事（2015 年度～2024 年度） 

茨木市の変遷 日本・世界の主な出来事 

平成 27 年（2015 年） 

立命館大学いばらきキャンパス開設 

平成 30 年（2018 年） 

大阪北部地震発生 

ＪＲ総持寺駅開業 

新名神高速道路茨木千提寺 IC 供用開始 

平成 31 年（2019 年） 

追手門学院大学茨木総持寺キャンパス開設 

令和 5 年（2023 年）  

文化･子育て複合施設おにクル開設 

令和 6 年（2024 年） 

ダムパークいばきた開業 

平成 27 年（2015 年） 

 マイナンバー制度運用開始 

SDGs が国連サミットで採択 

令和元年（2019 年） 

消費税率を 10％に引き上げ、軽減税率導入 

令和 2 年（2020 年） 

新型コロナウイルス感染症の世界的流行 

令和 3 年（2021 年） 

東京オリンピック・パラリンピック開催 

令和 4 年（2022 年） 

原油価格高騰 
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2014 年 3 月 

（平成 25 年度） 

2019 年 3 月 

（平成 30 年度） 

2023～2024 年 

（令和 5～6 年度） 
【中期】 

 

5 年 

 

 

概ね 10 年 

個別施策の実施 個別施策の実施 
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本計画の改定にあたっては、学識経験者、市民、交通事業者、各種団体、行政関係者で構成される

「茨木市総合交通戦略協議会」を設置し、専門的見地による意見を聴きながら、まちの将来像の実現

に必要な交通施策について検討を行いました。また、本協議会に部会を設置し、利用者と事業者の視

点での議論を行いました（茨木市総合交通戦略協議会の開催経過については参考資料を参照）。   
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歩行者 自転車 自動車 路線バス タクシー 鉄道

本計画で対象とする交通 

公共交通 

 茨木市総合交通戦略の概要 

茨木市総合交通戦略（当初計画）は、概ね 20 年後の本市のまちの将来像を定め、その将来像の実現

に向けて、長期において達成すべき目標や施策の方向性を踏まえ、短期（概ね５年以内）及び中期（概

ね 10 年以内）で実施する交通施策を実行計画として定めています。 

改定にあたり、あらためて達成すべき目標を定め、短期及び中期で実施する交通施策をとりまとめ

ます。なお、改定計画では、当初計画で対象とした「歩行者」「自転車」「自動車（二輪車を含む）」と

不特定多数の人が利用する「路線バス」「タクシー」「鉄道」の公共交通に加え、「地域が主体となった

交通手段」を対象として交通施策をとりまとめます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

※本計画では、車椅子利用者やベビーカー利用者などを含めて「歩行者」としています。 

 

福祉交通の位置づけ：福祉交通は、鉄道やバスなどの公共交通を補完し、移動困難者の交通手段の１つと考

えられます。本市においては、福祉部局と連携し福祉交通に係る各事業の展開を図っ

ていきます。 

 

図 公共交通のサービス領域についての考え方  

地域が主体と 

なった交通手段 
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また、本計画の地域区分として特に注釈がない場合、各章において以下のとおり市域を区分してい

ます。本市の交通特性を踏まえ、市域を「山間部」「丘陵部」「平野部」に分け、「丘陵部」と「平野部」

を合わせて「市街地」としています。また、「平野部」のうち、JR 茨木駅と阪急茨木市駅の間及びそ

の周辺部を「中心部」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 場所を示す語句と概ねの位置  

山間部 

丘陵部 

中心部 

平野部 

市街地 

（丘陵部＋平野部） 

名神高速道路を境に「丘陵部」と

「平野部」に分けています。 

彩都及び山手台以北を 

「山間部」としています。 



5 

 茨木市総合交通戦略（当初計画）の振り返り 

茨木市総合交通戦略（当初計画）は、３つの将来の交通体系づくりの基本方針と関連する９つのテ

ーマ（交通施策の方向性）と、テーマごとに短・中期及び長期で実施する交通施策で構成していまし

た。 

振り返りとして、次ページに当初計画で定めた交通体系と交通施策を示します。 
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図 茨木市総合交通戦略（当初計画）で定める交通体系と交通施策 

施策８ （仮称）JR 総持寺駅の整備 

施策９ 駅前広場の整備  

テーマ⑤ 交通結節点の機能強化 

本市は複数の鉄道や幹線道路が整備され、広域的な移動利便性が高くなっています。また、市内の南側では平坦な地形が広がり、中心部には行政施設等が集約され、市の拠点が形成されています。本市の地域特性を

最大限に活用し、茨木市で暮らす人や茨木市を訪れる人の誰もが「住みやすい・移動しやすい」と実感できる交通体系を確立することを目指します。 

将来の交通体系づくりの基本方針 

住み続けたい元気なまち 茨木市のまちの将来像 

施策１ バス路線の新設・再編等の検討 

施策３ 歩行空間のバリアフリー化 

施策 10 バスの使いやすさとサービス向上に向けた整備（ハード面） 

施策 13  

施策 14 環状道路の整備検討 

施策 15 渋滞が発生する交差点での渋滞対策 

施策２ 多様なタクシーサービス等の展開 

施策４ 歩行者安全対策の推進 

施策６ レンタサイクル等の利便性向上 

施策７ 地域との協働による、利用しやすい公共交通の検討 

施策 11 バスの使いやすさとサービス向上に向けた整備（ソフト面） 

・山間部での移動手段を確保し、交通結節点である鉄道駅の機能強化や

公共交通の利用環境の改善を行います。また、自動車交通の円滑化を

図り、日々の暮らしや産業、観光など多様な都市活動を支える交通環

境を構築するための施策を推進します。 

・人が集中する中心部においては通過交通が抑制され、活性化施策と一

体となって市民や茨木市を訪れる人が心地よく回遊できる交通環境を

構築するための施策を推進します。また、交通に対する利用者のマナ

ーや意識の向上と一体となり、市民が快適に移動できる交通環境を構

築するための施策を推進します。 

施策 17 歩行スペースの拡大、自転車と歩行者の分離を目的とした 

道路空間の再配分の検討 

施策 18 中心市街地の活力創出に向けた 

JR 茨木駅～阪急茨木市駅間の一方通行化 

施策 19 モビリティマネジメントの推進 

施策 20 歩行者・自転車・自動車利用者の交通ルール・マナーの啓発 

テーマ⑥ 公共交通利用環境の改善 

施策 16 送迎バス発着場の設置検討 

施策 12 新名神高速道路（茨木北 IC（仮称））へのアクセス道路整備 

テーマ⑨ 利用者マナー・意識の向上 

施策５ 安全で快適な自転車利用空間の整備 

テーマ② 安全な歩行空間の確保 

テーマ③ 安全で快適な自転車利用環境の創出 

【将来像の実現に向けた交通の課題】 

1．超高齢社会への対応  2．公共交通の利便性向上 3．自転車交通への対応 

4．市中心部における交通環境 5．道路混雑の緩和      ６．まちづくり（プロジェクト）への対応 

地域特性を活かし、「住みやすい・移動しやすい」と実感できる交通体系づくり 将来の交通体系づくりの基本理念 

１．自動車に過度に依存しない、人と環境にやさしく安全な交通環境の構築 2．多様な都市活動を支え、利用しやすい交通環境の構築 3．まちの魅力を高める交通環境の構築 

テーマ④ 山間部における公共交通の確保 テーマ⑧ 中心部での回遊性の高い空間の創出 テーマ① 市街地における公共交通の充実 

テーマ⑦ 自動車交通の円滑化 

 実施する交通施策 

・本市の交通においては、高齢者など交通弱者の移動手段の中心となる

公共交通を基本とします。また、徒歩や自転車の通行環境を改善する

ことで、自動車に依存しなくても安全で快適に移動でき、環境負荷の

小さい交通環境を構築するための施策を推進します。 
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 第２章 茨木市総合交通戦略（当初計画）の評価 

 施策の実施状況 

１） 施策の実施状況 

改定にあたり、茨木市総合交通戦略に位置付けた各施策の実施状況を確認しました。 

各施策の具体的な進捗状況や今後の取組の方向性等に関しては、参考資料にまとめています。 

 

表 施策の実施状況一覧 

 

 

基本方針 テーマ 実施状況

1-1：（仮称）JR総持寺駅の整備に合わせた新たなバス路線の導入 ◎

1-2：阪急及びモノレール南茨木駅～ＪＲ茨木駅への連携強化 ◎

1-3：公共施設や交通結節点等を循環するバス路線の導入に向けた検討 ◎

1-4：周辺自治体との連携の検討 ○

○

バリアフリー基本構想の策定 ◎

バリアフリー化の対策実施 ○

歩行者・自転車・自動車の分離 ○

通学路の安全対策 ○

歩道の整備、拡幅 ○

踏切の安全対策 ○

（仮称）自転車利用環境整備計画の策定 ◎

自転車利用環境の向上施策 ○

○

7-1：地域住民との協働による、利用しやすい運行方法の検討 ○

7-2：周辺自治体との連携の検討 ○

7-3：山間部を訪れる観光客等の移動手段としての活用検討 ○

○

9-1：阪急総持寺駅 ○

9-2：JR茨木駅（立命館大学開学に向けた周辺整備） ◎

　西口駅前広場の再整備 ○

　万博公園南側エリアでの開発への対応 ◎

9-4：阪急茨木市駅西口駅前広場の再整備 ○

10-1：ノンステップバスの導入促進 ◎

10-2：ハイグレードバス停の整備 △

11-1：公共交通マップの作成・配布 ◎

11-2：総合案内板の設置 ○

11-3：バスロケーションシステムの導入促進 ◎

11-4：交通系ICカードの導入促進 ◎

11-5：乗り継ぎ運賃の値下げ △

11-6：バス停までの移動支援についての検討 ○

◎

○

○

○

○

○

○

19-1：モビリティマネジメントの推進 ○

19-2：電気自動車等の低公害車の普及促進 ○

19-3：電気自動車等のカーシェアリングの導入促進 ○

○

基本方針1：
自動車に過度に依存し
ない、人と環境にやさ
しく安全な交通環境の
構築

テーマ③：
安全で快適な自転車利
用環境の創出

テーマ②：
安全な歩行空間の確保

テーマ①：
市街地における公共交
通の充実

基本方針3：
まちの魅力を高める交
通環境の構築

基本方針2：
多様な都市活動を支
え、利用しやすい交通
環境の構築

テーマ⑨：
利用者マナー・意識の
向上

テーマ⑧：
中心部での回遊性の高
い空間の創出

テーマ⑤：
交通結節点の機能強化

テーマ⑥：
公共交通利用環境の改
善

テーマ⑦：
自動車交通の円滑化

テーマ④：
山間部における公共交
通の確保

施策19：モビリティマネジメント
の推進

施策10：バスの使いやすさとサー
ビス向上に向けた整備（ハード
面）

施策11：バスの使いやすさとサー
ビス向上に向けた整備（ソフト
面）

施策7：地域との協働による、利
用しやすい公共交通の検討

施策9：駅前広場の整備

施策14：環状道路の整備検討

施策1：バス路線の新設・再編等
の検討

施策3：歩行空間のバリアフリー
化

施策4：歩行者安全対策の推進

施策

施策13：（都）茨木松ヶ本線、（都）西中条奈良線等の都市計画道路の整備

施策12：新名神高速道路（茨木IC（仮称））へのアクセス道路整備

施策6：レンタサイクル等の利便性向上

施策8：（仮称）JR総持寺駅の整備

施策2：多様なタクシーサービス等の展開

施策5：安全で快適な自転車利用
空間の整備

施策20：歩行者・自転車・自動車利用者の交通ルール・マナーの啓発

施策18：中心市街地の活力創出に向けたJR茨木駅～阪急茨木市駅間の一方通行化

施策17：歩行スペースの拡大、自転車と歩行者の分離を目的とした道路空間の再配分の検討

施策16：送迎バス発着場の設置検討

施策15：渋滞が発生する交差点での渋滞対策
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２） 施策の実施に関する評価 

茨木市総合交通戦略（当初計画）に位置付けた施策の実施に関して、以下の通り評価しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

◇ 「実施済」以外について、実施済には至らなかったものの取組に着手、進行中の施策・事業が

多く、総合交通戦略に位置付けた施策の取組が進展しました。 

◇ 基本方針１と基本方針３については、全ての施策・事業が「実施済」「実施中」であり、それ

ぞれの取組を進めてきました。 

◇ 取組を進めた結果、一部の施策や事業について、今後の展開を見直す必要があり、総合交通戦

略の改定において検討が必要です。 

◇ バスの利便性向上に関して用地確保や費用に関する課題により「調整中」となった施策があり

ました。 

◇ 今後の施策・事業の展開にあたり、実施中の取り組みを着実に遂行するとともに、公共交通事

業者の状況を踏まえた新しい施策や新しい実施主体の検討など、実現性と持続可能性にも考慮

した取り組みの検討・実施が必要です。 
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 評価指標の達成状況 

茨木市総合交通戦略（当初計画）で設定した評価指標の達成状況を確認しました。 

移動に対する満足度や事故の発生件数は目標を達成しましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響を受けたこともあり、公共交通の利用者数や自動車分担率などは目標を達成できませんでした。 

 

表 評価指標の達成状況 

評価指標 
現況値 

(計画策定時) 

目標値 
（10 年
後） 

 
実績値 
（10 年
後） 

評価 

①自動車の分担率 22.7％ 21％  21.7％ × 

南部地域では分担率が低下したが、北部

地域で分担率が上昇するなど、市全体で

策定時より低下したが目標を達成でき

なかった。 

②市内の 
人身事故発生件数 

1,645 
件／年 

1,480 
件／年 

 707 
件／年 

○ 目標を達成した。 

③徒歩・自転車での 
移動に対する 

満足度 

徒歩： 

39.9％ 
自転車： 

28.4％ 

徒歩： 

44％ 
自転車： 

32％ 

 

徒歩： 

50.8％ 
自転車： 

41.6％ 

○ 目標を達成した。 

④鉄道利用者数 
269,789 

人／日 
278,400 

人／日 
 250,532 

人／日 
× 

新型コロナの影響により減少し、目標を

達成できなかったが、回復傾向にある。 

⑤バス利用者数 
24,700 

人／日 
24,700 

人／日 
 18,762 

人／日 
× 

新型コロナの影響により減少し、目標を

達成できなかった。 

回復傾向にあるが、コロナ前の水準まで

の回復は見込めない。 

⑥鉄道・バスでの 
移動に対する 

満足度 

鉄道： 

58.7％ 
バス： 

49.4％ 

鉄道： 

65％ 
バス： 

55％ 

 

鉄道： 

68.8％ 
バス： 

38.7％ 

△ 

JR 総持寺駅の開業やホーム柵整備が進

行したこともあり、鉄道に関する目標は

達成した。一方で、バスの利便性向上に

取り組んだが、目標と達成できなかっ

た。 

⑦中心部の歩行者 
・自転車通行量 

歩行者： 

3,277 人/12h 
自転車： 
5,299 台/12h 

歩行者： 

3,600 人/12h 

自転車： 
5,830 台/12h 

 

歩行者： 

3,400 人/12h 

自転車： 
4,202 台/12h 

× 
歩行者は策定時と比べて増加したが目

標を達成しなかった。自転車は策定時よ

りも減少し、目標を達成できなかった。 

⑧市内の移動に 
対する満足度 

49.8％ 55％  56.0％ ○ 目標を達成した。 
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表 評価指標の把握方法 

評価指標 把握方法 

調査年 

現況値 
(計画策定時) 

実績値 

①自動車の分担率 
近畿圏パーソン 
トリップ調査 

平成 22 年 令和 3 年 

②市内の人身事故発生件数 茨木市統計書 平成 23 年 令和 4 年 

③徒歩・自転車での移動に対する満足度 市民アンケート調査 平成 24 年 令和 5 年 

④鉄道利用者数 
(市内各駅の乗降客数を合計) 

茨木市統計書 平成 23 年 令和 3 年 

⑤バス利用者数 
(市内のバス停の乗車人数を合計) 

茨木市統計書 平成 23 年 令和 3 年 

⑥鉄道・バスでの移動に対する満足度 市民アンケート調査 平成 24 年 令和 5 年 

⑦中心部の歩行者・自転車通行量 道路交通センサス 平成 22 年 
令和 4 年 

(市独自調査) 

⑧市内の移動に対する満足度 市民アンケート調査 平成 24 年 令和 5 年 
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 茨木市総合交通戦略（当初計画）の評価 

施策の実施状況や評価指標の達成状況から、茨木市総合交通戦略（当初計画）の評価を行うととも

に、改善点を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

図 テーマ別の実施状況（基本方針１） 

 

表 基本方針１の目標達成状況（再掲） 

将来の交通体系づくり 
の基本方針 

評価指標 
現況値 

（計画策定
時） 

目標値 
（10 年後） 

実績値 
（10 年後） 

評価 

基本方針１ 
自動車に過度に依存しな
い、人と環境にやさしく
安全な交通環境の構築 

①自動車の分担率※ 22.7％ 21％ 21.7％ × 

②市内の人身事故 
発生件数 

1,645 
件／年 

1,480 
件／年 

707 
件／年 

○ 

③徒歩・自転車での 
 移動に対する満足度 

徒歩： 

39.9％ 
自転車： 

28.4％ 

徒歩： 

44％ 
自転車： 

32％ 

徒歩： 

50.8％ 
自転車： 

41.6％ 

○ 

 

 

 

 

 

   

60.0%

16.7%

33.3%

40.0%

83.3%

66.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

テーマ①：市街地における公共交通の充実

テーマ②：安全な歩行空間の確保

テーマ③：安全で快適な自転車利用環境の創出

N=5

N=6

N=3

【改善点】 

実施中の施策が多いものの、概ね目標を達成できていることから、継続して位置付けた取組を推

進します。 

基本方針１．自動車に過度に依存しない、人と環境にやさしく安全な交通環境の構築 

本市の交通においては、高齢者など交通弱者の移動手段の中心となる公共交通を基本とします。ま

た、徒歩や自転車の通行環境を改善することで、自動車に依存しなくても安全で快適に移動でき、環

境負荷の小さい交通環境を構築するための施策を推進します。 
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図 テーマ別の実施状況（基本方針２） 

 

表 基本方針２の目標達成状況（再掲） 

将来の交通体系づくり 
の基本方針 

評価指標 
現況値 

（計画策定
時） 

目標値 
（10 年後） 

実績値 
（10 年後） 

評価 

基本方針２ 
多様な都市活動を支え、 
利用しやすい交通環境の
構築 

④鉄道利用者数 
269,789 

人／日 
278,400 

人／日 
250,532 

人／日 
× 

⑤バス利用者数 
24,700 

人／日 
24,700 

人／日 
18,762 

人／日 
× 

⑥鉄道・バスでの 
移動に対する満足度 

鉄道： 

58.7％ 
バス： 

49.4％ 

鉄道： 

65％ 
バス： 

55％ 

鉄道： 

68.8％ 
バス： 

38.7％ 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

33.3%

50.0%

20.0%

100.0%

66.7%

25.0%

80.0%

25.0%

テーマ④：山間部における公共交通の確保

テーマ⑤：交通結節点の機能強化

テーマ⑥：公共交通利用環境の改善

テーマ⑦：自動車交通の円滑化

N=3

N=6

N=8

N=5
実施済 実施中 調整中

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

基本方針２．多様な都市活動を支え、利用しやすい交通環境の構築 

山間部での移動手段を確保し、交通結節点である鉄道駅の機能強化や公共交通の利用環境の改善

を行います。また、自動車交通の円滑化を図り、日々の暮らしや産業、観光など多様な都市活動を支

える交通環境を構築するための施策を推進します。 

【改善点】 

鉄道・バスの利用者数は、2013 年～2018 年は増加傾向であり、目標値を達成していましたが、

2020 年の新型コロナウイルス感染症拡大を契機に利用者数が減少し、生活様式の変化もあり、目

標を達成しませんでした。 

現時点で以前の利用者数までの回復は見込めないことから、より一層の利用促進や自動車交通

の円滑化に取組む必要があります。 
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図 テーマ別の実施状況（基本方針３） 

 

表 基本方針３の目標達成状況（再掲） 

将来の交通体系づくり 
の基本方針 

評価指標 
現況値 

（計画策定
時） 

目標値 
（10 年後） 

実績値 
（10 年後） 

評価 

基本方針３ 
まちの魅力を高める 
交通環境の構築 

⑦中心部の歩行者 
・自転車通行量 

歩行者： 

3,277 人/12h 
自転車： 
5,299 台/12h 

歩行者： 

3,600 人/12h 

自転車： 
5,830 台/12h 

歩行者： 

3,400 人/12h 

自転車： 
4,202 台/12h 

× 

⑧市内の移動に 
対する満足度 

49.8％ 55％ 56.0％ ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

実施済 実施中 調整中

100.0%

100.0%

テーマ⑧：中心部での回遊性の高い空間の創出

テーマ⑨：利用者マナー・意識の向上

N=2

N=4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

基本方針３．まちの魅力を高める交通環境の構築 

人が集中する中心部においては通過交通が抑制され、活性化施策と一体となって市民や茨木市を

訪れる人が心地よく回遊できる交通環境を構築するための施策を推進します。また、交通に対する利

用者のマナーや意識の向上と一体となり、市民が快適に移動できる交通環境を構築するための施策

を推進します。 

【改善点】 

『⑦中心部の歩行者・自転車通行量』については、1 断面での結果なので中心部全体の傾向とは

言えませんが目標を達成できていません。回遊できる交通環境を評価するため、取組の継続を基

本とし、新たな施策や評価指標の見直しも含めた検討が必要です。 
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茨木市総合交通戦略の評価 

 

◇ 人身事故件数の減少や移動に関する満足度の向上において、目標値を達成した一方で、公共交

通利用者や歩行者等の減少等、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の指標が未達成

となりました。 

◇ 特に、路線バスの利用者数が大幅に減少し、コロナ前と同水準までの利用者数の回復は見込め

ない状況です。減便等サービス水準の低下がバスの満足度低下に影響したと考えられます。 

◇ 自動車の分担率は、平野部で減少しましたが、丘陵部と山間部において増加しており、南北地

域の移動手段の差がより明確になりました。山間部における移動手段の確保に関して、引き続

き検討が必要ですが、全国的な運転士不足の状況等も含め、利便性だけでなく、持続性も考慮

した施策の検討が必要です。 

茨木市総合交通戦略 改定にあたってのポイント 

 

①現行計画の実施状況を踏まえた改善 

・前頁までに整理した視点で改善します。 

 

②関連計画との整合 

・茨木市総合計画や茨木市都市計画マスタープラン等における、市の将来像や交通政策のあり方

等にも留意し、整合を図ります。 

 

③変化している社会情勢への対応 

・交通を取り巻く環境は日々変化しており、当初計画は、特に新型コロナウイルス感染症の拡大

による想定外の影響を受け、一部の評価指標が未達成となりました。 

・まちづくりや土地利用の進展による地域の状況変化や交通課題を踏まえ、移動手段を限定せず、

施策の方向性について検討を行います。 

 

④市民ニーズへの対応 

・市民アンケートの結果を踏まえ対応を検討します。 
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 第３章 茨木市が目指すまちの将来像と交通の現状 

 上位計画・関連計画 

「茨木市総合計画」は、本市における行政施策の指針となるもので、市のまちづくりや地域づくり

に対する市民の高い認識と強い連帯感を基盤とし、市、市民、事業者が一体となって進める総合的・

計画的なまちづくりの基本となるものです。令和６年度に策定した「第６次茨木市総合計画」は令和

16 年度（2034 年度）を目標年次としています。（※令和６度中策定予定） 

 

■上位計画 

 

 

 

 

 

■関連計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

茨木市中心市街地活性化基本計画（第２期） 〈R7.4〉※策定予定 

中心市街地 

保健福祉 

茨木市総合保健福祉計画（第 2 次）【中間見直し】 〈R3.3〉 

茨木市都市計画マスタープラン 〈R7.3〉  ※改定予定 

都市計画 

茨木市立地適正化計画 〈R7.3〉  ※中間見直し予定 

茨木市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 〈R3.3〉 

茨木市環境基本計画 〈R7.3〉  ※改定予定 

環 境 

第 2 期茨木市総合戦略 〈R3.3〉 

地方創生 

茨木市総合交通戦略 〈R7.3〉 

交 通 

第６次茨木市総合計画 

「次なる茨木」における「共創」のまちづくり 

(1)活動人口が増えるまち 

(2)新たな活動が景色となるまち 

(3)共創のまちづくりによる諸施策の推進 
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１） 本市が目指すまちづくり 

総合計画とは、将来における自治体のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針となる計

画です。第６次総合計画（令和 7年 3 月策定予定）は、市民をはじめとした多様な主体が活躍してい

るなどの「茨木の魅力」、ライフスタイルや価値観の多様化などの「取り巻く環境と課題」、さらには

「市民の想い」や「第５次総合計画期間のまちづくり」を踏まえ、多様な人たちが出会い、集い、活

動が生まれることにより、誰もが安全安心、豊かさ幸せを実感できる「共創」※のまちづくりを進め、

みんなが多彩な幸せを実感できる持続可能なまちを目指した計画として、2034 年度を目標年次とした

次の 10 年間で取り組む本市のまちづくりの指針となるものです。 

※「共創」とは、多様な主体の活動が掛け合わされることで、新たなモノやコトが相乗効果により

生み出される取組です。 

「交通」に関する視点としては、以下が掲げられており、それぞれ目指すべき姿と取り組みが整

理されています。 

5-1-1 公共交通を中心とした、人と環境にやさしい交通環境の構築 

5-1-2 多様な都市活動を支援し、地域交流の促進に資する交通環境の構築 

5-1-3 社会変化に対応した持続可能な交通環境の構築 

5-1-4 駐車場・駐輪場の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第６次茨木市総合計画 

 

「次なる茨木」における「共創」のまちづくり 

(1)活動人口が増えるまち 

(2)新たな活動が景色となるまち 

(3)共創のまちづくりによる諸施策の推進 

 

◎まちの将来像 

将来像１：健康・福祉 ・つながりを大切に、ともに支え合えるまち 

・いきいきと日常を過ごせるまち 

・いつまでもすこやかに安心して暮らせるまち 

将来像２：子育て・教育 ・こども・保護者の「うれしい」を育むまち 

・地域ぐるみでこどもの成長を感じるまち 

・こどもの「好き！」を伸ばせるまち 

将来像３：文化・市民活動 ・いくつになっても学べるまち 

・プレーヤーもサポーターもスポーツで幸せを感じられるまち 

・継続的に文化に触れ、創り、育むまち 

・お互いを認め合い、つながり、活動できるまち 

将来像４：安全・安心 ・災害に強い都市基盤を持つまち 

・安心して上下水道が利用できるまち 

・地域のつながりが強く、防災・防犯対策が充実しているまち 

将来像５：産業・都市 ・個性あふれる茨木らしさで活気あふれるまち 

・山とまちが調和した、魅力的で過ごしやすく暮らしやすいまち 

・安心・安全・快適に移動できるまち 

将来像６：環境  ・一人ひとりの小さな行動が支える、環境に優しいきれいなまち 

・自然を身近に感じて暮らせるまち 

・環境について学び、みんなでつくる環境のまち 

将来像７：行財政運営 ・デジタルを活用して豊かに暮らせるまち 

・まちの情報を受け取り、発信したくなるまち 

・安定した行政サービスが提供される、持続可能なまち 
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さらに、茨木市都市計画マスタープラン 2025▶2035（令和 7 年 3 月策定予定）では、これまでの計

画の考えを土台に、“考える”から“共に創る”共創のまちづくりを基本理念とし、様々な都市づくり

の視点から「市民と“共に創る”まちの姿（暮らしのイメージ）」として具現化し、この将来ビジョン

に沿った都市づくりを目指しています。交通については、多様な交通手段によるネットワークがあり、

地域内外を便利に移動することができるというイメージを設定しています。 

また、都市づくり戦略の１つとして『拠点と生活圏の維持・充実による“暮らし”の質を高める』

を掲げており、本市の居住環境を支える「拠点とネットワーク」の維持・充実を図るとともに、暮ら

しに直結する住まい近傍の「生活圏」の質の向上により、市民の暮らしの質の向上を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

茨木市都市計画マスタープラン 2025▶2035 

 

【基本理念】“考える”から“共に創る”共創のまちづくり 

【暮らしのイメージ⑤】 

多様な交通手段によるネットワークがあり、地域内外を便利に移動することができる 

・居住地域では、公共交通網により、居住地域内を移動することができ、大阪・京都へも

円滑に移動できます。 

・北部地域では、地域主体の交通手段の導入が進み、公共交通との連携により、移動手段

が確保されています。 

 

 

 

【都市づくり戦略】 

戦略１ “山”と“まち”を活かす・つなぐ 

戦略２ 拠点と生活圏の維持・充実による“暮らし”の質を高める 

(1)拠点と生活圏の維持・充実 

①地域拠点での公共交通軸と連携した拠点機能の維持・充実 

②生活拠点での生活機能の維持・充実 

③生活圏での暮らしの質の向上 

(2)交通ネットワークの充実・強化 

①拠点間を結ぶ主要ネットワークとなる道路整備の推進と渋滞解消 

②公共交通の利便性向上と生活圏での移動の選択肢の充実 

戦略３ 魅力的な“場”と多様な“活動”により“景色”を創る 
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資料：茨木市都市計画マスタープラン 2025▶2035（令和 7年 3月予定） 

図 都市構造図  

太⽥東芝地区

⾒⼭の郷

忍頂寺スポーツ公園・⻯王⼭荘 

⾥⼭センター

彩都東公園 

(未整備) 

彩都地区 ⼭⼿台地区 

鮎川地区

北⼤阪流通センター 

中央公園 

摂津北 IC

茨⽊ IC 

茨⽊千提寺 IC 

梅花⼥⼦⼤

⼤阪⼤学 

真砂地区 

⻘少年野外活動センター 

イコクルいばらき

松沢池公園 

郡⼭公園

豊川駅 

阪⼤病院前駅 

沢良宜駅

⽿原公園 

追⼿⾨学院⼤

(安威ｷｬﾝﾊﾟｽ) 

中河原町地区 
追⼿⾨学院⼤ 

(総持寺ｷｬﾝﾊﾟｽ)

藍野⼤ 

⼤阪⾏岡医療⼤ 

総持寺駅 

JR 総持寺駅

岩倉公園 ⽴命館⼤吹⽥ IC 

彩都⻄公園

彩都⻄駅 

⻄河原公園

若園公園 
宇野辺駅 

国道 171 号 

⼤
正
川 

南茨⽊駅 

万博記念公園 元
茨
⽊
川
緑
地 

中⼼市街地

阪急茨⽊市駅 JR 茨⽊駅

安威川ダム周辺

ダムパークいばきた 

 

国⼟幹線道路 

主要幹線道路 

地域幹線道路 

河川 

公園・緑地 

⼤学 

交流施設 

産業集積地 

 

＜ゾーン＞ 

⾥地⾥⼭ゾーン 

みどり・⽥園ゾーン 

市街地ゾーン 

 

＜ 軸 ＞ 

⽔とみどりの軸 

ひと中⼼の賑わい軸 

⼭とまちをつなぐ軸 

 

＜拠 点＞ 

⼭とまちをつなぐ 

ハブ拠点 

都市拠点 

地域拠点 

⽣活拠点 

凡 例 
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また、茨木市立地適正化計画（平成 31 年 3 月策定、令和 7 年 3 月中間見直し予定）では、本市が

約 20 年後においても人口密度は一定維持する見込みであり、市街化区域内における都市構造につい

ても大きな変化は生じないことが想定されていることと、これまで計画的なまちづくりにより、一定

の人口密度を維持した居住地域を形成してきたことから、今後もこの居住地域を守り、引き継ぐこと

で、現状の暮らしやすさを将来にも担保できるとの考えのもと、以下の通り目指す将来の都市構造を

明確にし、約 20 年後の構築を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

茨木市立地適正化計画 

 

【立地適正化計画が目指す都市の将来像】 

郊外部の居住環境の持続と魅力ある中心市街地の再生による、 

暮らし続けたい・暮らしてみたいまち 

 

【立地適正化計画が目指す都市構造】 
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 まちの将来像 

本節では、本市が目指す都市整備の取り組み及び都市づくりの課題のほか、上位計画や現在進めら

れているプロジェクトなどを踏まえ、本市のまちの将来像を示しています。 

 

１） 都市整備の方向性 

本市は、市街地が中心地域から南部地域、丘陵地域まで拡がり、北部地域とあわせて一体の都市が

形成され、交通結節点である鉄道駅をはじめ、行政施設や医療、商業施設などの都市機能が立地して

います。また、前節のとおり本市は「利便性の高い交通網」「多様な都市環境」という都市特性を有し

ています。今後も市民の生活に必要な都市機能を維持しつつ、交通結節点などの都市機能が集積する

中心地域と各地域の連携を図り、地域特性やプロジェクトを踏まえた取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

○市の特徴を活かした都市整備 

地域特性を活かした都市づくり 

・山間部、丘陵部、中心部、平野部における各々の都市環境を維持及び保全します。 

・中心市街地の活性化に向けた取組や彩都地区の開発が続けられており、新たなインパクトを活用

した都市の魅力づくりを進めていきます。 

 

中心部の魅力づくり、プロジェクトの活用 

・ＪＲ茨木駅西口、阪急茨木市駅周辺等の再整備に向けた取り組みを進めており、新たな交流や活

力を中心部の魅力向上につなげる方策について検討を進めていきます。 

・中心部は駅を中心とする商業、業務施設が立地するほか、周辺は住宅が立地する地域であり、活

性化に向けた取り組みを進めることにより新しいにぎわいとこれまでの落ち着きを融合し、活力

と憩いのバランスのとれた本市のまちの顔としての形成を目指します。 

○茨木市の特徴 

利便性の高い交通網 

・複数の鉄道が運行し、大阪や京都など関西の文化、経済の中心都市へ容易に移動できます。 
・名神高速道路、新名神高速道路、近畿自動車道のほか、国道 171 号、府道大阪中央環状線などの

主要幹線道路が整備され、広域的な移動を支える道路網が確保されています。 
・鉄道網が発達し、鉄道駅を中心に人口密度が高いです。 
・市内では幹線道路網も発達していることから、主要幹線道路沿道は卸売業・小売業や製造業など

の利用が多くなっています。 

 

多様な都市環境 

・山間部は山林や田畑などみどり豊かな自然環境に恵まれており、丘陵部では大学などの教育施設
が立地するほか、彩都など新市街地の開発が進められています。 

・中心部や平野部においては、住宅、大学、事務所、工場、倉庫など様々な土地利用により市街地
が形成されています。 

・市内には郡山宿本陣（椿の本陣）や旧西国街道をはじめ、文化財や旧街道などの歴史的資源が点
在しているとともに、中心部には商店街や大型商業施設、公共施設をはじめ都市機能が集積し、
多くの人に利用されています。 

・地域によって様々な特徴があり、「住む」、「働く」、「学ぶ」、「余暇を楽しむ」といった多様な都市
環境を有していると言えます。 
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２） 茨木市のまちの将来像 

本市の特徴である、利便性の高い交通網や多様な都市環境を活かした都市整備にあたっては、人の

暮らしと都市機能を支える交通を目指した取り組みが必要になります。また、茨木市総合計画をはじ

めとした上位・関連計画は「住みやすさ」、「共創」に重点を置いており、新たな交流拠点が創出され

るなど「生活の質」や「地域の活力」の向上が期待される各種事業や計画が進められています。 

一方で、「高齢化の進行」、「労働力の不足」、「都市機能の維持、更新」などの都市づくりの課題は山

積しており、それらを踏まえ、日々の暮らしを支えるまちづくりを推進していくことが必要です。 

そのため、都市活動の基本である「住みやすさ」、「活力」の向上を目指し、茨木市総合交通戦略（2024

年改定版）においても、目指すまちの将来像を当初計画の考えを引き継ぎ、 

 

 

 

を本市のまちの将来像とし、「住み続けたい元気なまち」の実現に向けた交通施策を展開することと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

・誰もが安全安心、豊かさ幸せを実感できる「共創」のまちづくり 

茨木市の上位計画

・市内では、都市の活力向上が期待される各種事業や計画が進行中 

主要プロジェクトが進行中 

 

・当初計画を踏襲し、これからも「住み続けたい元気なまち」を茨木市のまちの将来像・ま

ちづくりの目標とし、その実現に向けた交通施策を展開する。 

茨木市のまちの将来像 

「住み続けたい元気なまち」 

 

『便利で住みやすいまち』の条件を備えている 

・利便性の高い交通網   ・多様で豊かな環境   ・恵まれた居住環境 

都市整備の方向性 
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 交通の現状と課題 

・市内の交通実態や特性を以下のとおり整理しました。 

・交通の現状や市民アンケート調査結果は、参考資料に整理しています。 

 

 

 

 

 

   

（交通施設の整備状況） 

・中心部に鉄道、幹線道路が整備されており、大阪方面、京都方面との連絡を果たしており、利

便性が高いです。 

・近年、JR 総持寺駅や新名神高速道路が整備され、利便性が向上しました。 

（公共交通空白地） 

・2024 年時点の公共交通人口カバー率は 86％と高い水準にあります。 

・平野部は概ねカバーされているものの、丘陵部や山間部におけるカバー率がやや低くなってい

ます。 

（移動手段の変化） 

・自動車分担率は、市全体で減少していますが、丘陵部と山間部で増加しています。 

・バスの分担率は、平野部では横ばいですが丘陵部と山間部で減少しています。 

（公共交通利用者数の推移） 

・鉄道利用者数は増加傾向、バス利用者数は横ばいで推移していましたが、新型コロナ感染症の

影響を受け、鉄道、バスとも利用者数が減少しています。近年は増加に転じているものの、新

型コロナ感染症前には戻っていません。 

（道路の混雑状況） 

・道路整備の進展等により市全体では混雑度は改善傾向にあるものの、国道 171 号等においては

依然として混雑度が高い状況です。 

（移動支援施策の実施状況） 

・市が主体となった様々な移動支援を実施中です。 

・福祉有償運送事業や送迎バス等、民間が主体となった移動支援も実施されています。 

・企業等の送迎バスも多く、JR 茨木駅や阪急茨木市駅では多数の送迎バスが発着しています。 

（交通事故件数の推移） 

・茨木市内の交通事故発生件数は減少傾向にあります。 
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市民アンケートの結果 

（満足度） 

・茨木市内の移動のしやすさについて約６割が満足されています。 

・鉄道の満足度が高く、バス、自動車、自転車、タクシーの不満度が高くなっています。 

・市内の移動に関して約６割の人が不安を感じています。「自分や家族が自動車を運転できなくな

る」ことへの不安が強くなっています。 

（交通政策に関するニーズ） 

・安全な自転車・歩行者空間の整備、渋滞を緩和するための道路整備に対する要望が多いです。 

・公共交通の利便性向上に対する要望も多くなっています。 

 

事業者へのヒアリング 

（バス事業者） 

・新型コロナ感染症による利用者数は、回復傾向にありますが、コロナ前の利用者数までの回復

は難しい状況です。 

・運転士不足の進行によっては便数や路線の維持が困難になる可能性があります。 

・利便性向上施策に取り組みたいが、費用的な制約もあります。 

（タクシー事業者） 

・車両数に対し運転士が不足している。 

・北摂交通圏は、改正タクシー特措法による準特定地域であるため、増車は難しい。 
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茨木市の交通の課題 

・「住み続けたい元気なまち」の実現に向け、社会情勢の変化や茨木市の特性等から、本市の将来像

の実現に向けた交通の課題として以下のことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

１．ＳＤＧｓへの対応 

持続可能な地域を実現するため、女性、子供、障害者及び高齢者のニーズに配慮

し、持続性のある交通環境を確保していく必要があります。 

 

２．公共交通ネットワークの形成・維持 

公共交通を取り巻く環境が悪化している中、サービスを充実していくことは難し

くなってきています。市民生活を支える公共交通を維持していくことに重点を置

き、並行して利便性の向上にも取り組みます。 

 

３．道路交通の円滑化 

交通混雑は改善傾向にあるものの、依然として渋滞が発生しています。公共交通

の定時性確保や環境負荷軽減を図るため、引き続き道路交通の円滑化に取り組み

ます。 

 

４．中心部における魅力的な歩行者空間の充実 

各地で車中心から人中心の空間への再構築が進む中、茨木市においても中心部に

おいて人中心のまちなか形成に向けた取り組みを進めています。人が集まり、活

力を生み出す、歩きたくなるまちづくりを進めます。 

 

５．安全な自転車利用環境の整備 

自転車利用は、環境負荷軽減や公共交通を補完する役割を担っていますが、自転

車が関係する事故の割合は増加傾向にあり、自転車マナーに対する不満も多くあ

ります。今後も重要な移動手段の１つとして自転車の利活用は不可欠であり、安

全・快適な自転車交通環境の整備に取り組みます。 

Point☞ 

Point☞ 

Point☞ 

Point☞ 

Point☞ 
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 第４章 茨木市総合交通戦略 

 将来の交通体系づくりの基本理念・基本方針 

将来像の実現と交通の課題を踏まえ、将来の交通体系づくりの基本理念を 
   

 
  

とします。 

 

この基本理念に基づく施策を進めるため、 
   

 

 

 
  

を基本方針とします。 

 

 

                               
 
地域特性を活かし、「住みやすい・移動しやすい」と実感できる交通体系づくり  
 

本市は複数の鉄道や幹線道路が整備され、広域的な移動利便性が高い地域です。また、市の南部に

平坦な地形が広がり、中心部には行政施設等が集約され、市の拠点が形成されています。本市の地域

特性を最大限に活用し、茨木市で暮らす人や茨木市を訪れる人の誰もが「住みやすい・移動しやすい」

と実感できる交通体系を確立することを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域特性を活かし、「住みやすい・移動しやすい」と実感できる交通体系づくり 

１．公共交通を中心とした、人と環境にやさしい交通環境の構築 

２．多様な都市活動を支援し、地域交流の促進に資する交通環境の構築 

３．社会変化に対応した持続可能な交通環境の構築 

将来の交通体系づくりの基本理念  

・彩都や安威川ダムなどの市北部エリアの開発が進行していますが、現行計画策定時から大き

な都市構造の変化は生じていません。 

・市民の生活様式は、社会情勢の影響により一部変化したものの、大きな変化は生じていませ

ん。 

・令和３年に障害者差別解消法が改正され、令和６年４月１日から障害のある人から社会的障

壁の除去の意思が示されたときは、その除去について、事業者による合理的配慮の提供が義

務化されました。（努力義務⇒義務化） 

・これらのことから、当初計画の将来の交通体系づくりの基本理念を踏襲することとします。 

Point☞ 
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１．公共交通を中心とした、人と環境にやさしい交通環境の構築 

 本市の交通においては、公共交通を中心にしながら、歩行者・自転車など多様な移動手段に対する

通行環境を改善することにより、自動車に頼らなくても移動でき、人と環境にやさしい交通環境を構

築するための施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．多様な都市活動を支援し、地域交流の促進に資する交通環境の構築 

 周辺都市への通勤通学や、市内の日常生活、休日における市外からの来訪も含めた多様な都市活動

を支援するため、公共交通の利用環境の改善や、自動車交通の円滑化を図るとともに、地域の活性化

につながる交通環境を構築するための施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

３．社会変化に対応した持続可能な交通環境の構築 

 全国的な公共交通の運転士不足等により、これまでの交通環境を維持することが難しくなる可能性

があるため、山間部などの路線バス利用が著しく不便な地域において、交通 ICT 技術の活用も含め、

地域と一緒に新しい交通手段の導入を検討します。また、交通事業者の運転士確保や運営環境の改善

に向けた取り組みを推進し、社会変化に対応した持続可能な交通環境を構築するための施策を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

   

  将来の交通体系づくりの基本方針  

・全国的な公共交通の運転士不足など、交通事業者を取り巻く環境は非常に厳しくなっているも

のの、住みやすく移動しやすい交通環境づくりのため、公共交通を市内移動の中心とし、公共

交通を維持するための取り組みを推進します。 

・その他、安全な自転車や歩行者の利用環境を形成するとともに、交通ルール・マナーの啓発な

ど、より人と環境にやさしく自動車に依存しない交通環境の実現を目指します。 

Point☞ 

・公共交通を支える道路整備や、地域と暮らしを支える交通環境の構築を進めます。 

・歩きたくなる魅力的な歩行空間等を支える交通環境の構築を目指します。 

Point☞ 

・公共交通の維持には、交通事業者の運転士確保による運営環境の改善が必要不可欠です。 

・技術革新が著しい新技術などの活用も含め、公共交通を維持していくために必要な方策を検討

し、茨木市の実情に見合った持続可能な交通環境を創出します。 

・交通事業者や行政のみならず、利用者の意識向上を図り、持続可能な交通環境を構築します。 

Point☞ 
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 茨木市の将来の交通体系 

将来の交通体系づくりの基本理念及び基本方針に基づき、本市における概ね 10 年後の交通のあり

方を図に示しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 将来の交通体系イメージ   
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 茨木市総合交通戦略の考え方 

将来の交通体系を実現するため、将来の目標や施策の方向性を示したうえで、短期（概ね５年以内）、

中期（概ね 10 年以内）で実施する交通施策を茨木市総合交通戦略としてとりまとめます。 

今回の改定では、茨木市総合交通戦略として、３つの将来の交通体系づくりの基本方針と関連する

９つのテーマ（交通施策の方向性）に分け、テーマごとに短期・中期で実施する交通施策を設定しま

した。 

 
 

 
 

テーマ①～テーマ⑨ 

・３つの「将来の交通体系づくりの基本方針」に基づき、交通施策の方向性を示すテーマを設定しま

す。 

 

実施する交通施策の考え方 

・テーマごとに、施策１から施策 19 までの交通施策に取り組み、将来的に実現しようとしている姿

を「将来目標」として示します。 

 

施策１～施策 19 

・各テーマに則した交通施策として施策１から施策 19 に分類します。 

 

 

 

  茨木市総合交通戦略で示すテーマと短・中期で実施する交通施策 
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周辺都市への通勤通学や、市内の日常生活、休日における市外からの来

訪も含めた多様な都市活動を支援するため、公共交通の利用環境の改善

や、自動車交通の円滑化を図るとともに、地域の活性化につながる交通

環境を構築するための施策を推進します。 

全国的な公共交通の運転士不足等により、これまでの交通環境を維持す

ることが難しくなる可能性があり、山間部などの路線バス利用が著しく

不便な地域において、交通 ICT 技術の活用も含め、地域と一緒に新しい

交通手段を導入します。また、交通事業者の運転士確保や運営環境の改

善に向けた取り組みを推進し、社会変化に対応した持続可能な交通環境

を構築するための施策を推進します。 

【将来像の実現に向けた交通の課題】 

1．SDGs への対応  2．公共交通ネットワークの形成・維持 3．道路交通の円滑化 

4．市中心部における魅力的な歩行者空間の充実   5．安全な自転車利用環境の整備 

 地域特性を活かし、「住みやすい・移動しやすい」と実感できる交通体系づくり 将来の交通体系づくりの基本理念 

１．公共交通を中心とした、人と環境にやさしい交通環境の構築 3．社会変化に対応した持続可能な交通環境の構築 

本市の交通においては、公共交通を中心にしながら、徒歩や自転車の通

行環境を改善することにより、自動車に頼らなくても移動でき、人と環

境にやさしい交通環境を構築するための施策を推進します。 

実施する交通施策 

複数の鉄道や幹線道路が整備され、広域的な移動利便性が高い。また、市内の南側では平坦な地形が広がり、中心部には行政施設等が集約され、市の拠点が形成されている。本市の地域特性を最大限に活用し、茨木

市で暮らす人や茨木市を訪れる人の誰もが「住みやすい・移動しやすい」と実感できる交通体系を確立することを目指します。 

将来の交通体系づくりの基本方針 

住み続けたい元気なまち 茨木市のまちの将来像 

テーマ① 市街地における公共交通の充実 

施策１ バス路線再編等の検討 

施策２ 多様なタクシーサービスの展開 

施策４ 歩行者安全対策の推進 

テーマ② 安全な歩行空間の確保 

施策３ 歩行空間のバリアフリー化 

テーマ③ 安全・快適な自転車利用環境の創出 

施策６ レンタサイクル等の利便性向上 

施策５ 安全・快適な自転車通行空間の整備 

テーマ④ 交通ルール・マナーと公共交通利用者意識の醸成 

施策８ モビリティ・マネジメント等の推進 

施策７  

施策 10 バスのハード面でのサービス向上  

テーマ⑤ 公共交通利用環境の改善 

施策 11 バスのソフト面でのサービス向上  

施策９ 交通結節点等の機能強化 施策 14 地域が主体となった交通手段の導入 

施策 15 地域活力の創出・維持に寄与する移動手段の確保 

テーマ⑧ 地域との協働による新しい交通手段の導入 

施策 16 交通 ICT を活用した新たな交通手段の導入検討 

施策 18 柔軟な労働体系の構築 

施策 19 積極的な人材募集 

テーマ⑨ 交通事業者の運営環境の改善 

施策 17 多様な人材の確保 施策 12 道路空間の再配分 

テーマ⑥ 中心部での回遊性の高い魅力的な歩行空間の創出 

施策 13 道路整備の推進 

テーマ⑦ 自動車交通の円滑化 



30 

 

 

短・中期で実施する交通施策の考え方 

・本市の交通の課題に対応し、まちの将来像である「住み続けたい元気なまち」の実現に向け、都市

を支える交通として効率的で効果的な交通施策の実施が必要です。 

・そのため、茨木市総合交通戦略では、将来目標や施策の方向性を示し、今後 10 年間で重点的に取り

組む施策として短・中期で実施する交通施策をとりまとめます。交通施策の実施にあたっては市民、

交通事業者、行政などの連携が重要であり、取り組みを推進するための実施主体を示した具体的な

行動計画としています。 

 

短期（概ね５年以内）施策 

・現時点で早急に取り組む必要がある課題への対応。 

・進展しているプロジェクトのうち、既に検討が行われ、実現が見込まれる施策、または、連携する

ことで相乗効果のある施策。 

・既存施設や仕組みを活用できる、実現可能性の高い施策。 

 

中期（概ね 10 年以内）施策 

・直ちに実施することが難しく、具体化に向けた計画の作成など十分な検討が必要な施策。 

 

 

 

 

 

 

   

実施主体について 

 

本計画では各施策の取り組みにあたり、中心となって取り組む主体を「実施主体」としてい

ます。 

また、交通に関する個々の計画策定にあたっては市民や関係する主体と協議し、検討を進め

るとともに、各施策の実施にあたっては、利用者として様々な立場を有する市民の理解や協力

のもと、交通に関わる様々な主体が連携し、協力して進めていくことを基本とします。 

 

なお、実施主体として次の主体を各施策において記載しています。 

 茨木市：市道を管理する道路管理者（茨木市）も含んでいます。 

 交通事業者：鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者 

 交通管理者：警察（公安委員会） 

 道路管理者：国道を管理する国、府道を管理する大阪府 

 市民：市内の事業者等も含んでいます。 

施策によっては上記以外の実施主体を記載しています。 
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 実施する交通施策 

 公共交通を中心とした、人と環境にやさしい交通環境の構築 

 

テーマ①： 市街地における公共交通の充実 

将来目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１：バス路線再編等の検討 

1-1：市街地において重複するバス路線の効率化検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜実施スケジュール＞ 

短期：バス路線の効率化検討、地域公共交通計画の策定 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通事業者 

   

■現状と課題 

・路線バスの利用者数は、横ばいで推移していましたが、コロナウイルス感染症の拡大により減

少し、以前までの回復は見込めない状況です。 

・路線バスの交通手段分担率は 2～3％と低く、減便等も影響し、市民アンケート結果では満足度

が 39％にとどまっており、タクシー、自動車の次に満足度が低い状況です。 

・市民アンケート結果から、路線バスに対する不満な内容として、「渋滞等により時刻表通りに運

転しない」や、「バスを利用すると時間がかかる」との回答が多く、その他意見では、バスの便

数に対する不満が多く挙げられました。 

・全国的に路線バスの運転士が不足しており、本市においても運転士不足による減便等が生じる

等、路線バスの維持が課題となっています。 

■施策の取組 

・路線バスを維持するため、交通事業者と行政が連携し、中心部において重複している路線の効

率化等の検討を行います。また、地域公共交通計画の策定についても併せて検討します。 

・JR 茨木駅と阪急茨木市駅は、バス路線の起終点となっているため、両駅間を運行している便数

が多く、利便性の高い路線が設定されています。一方で、不足している運転士の配置という観

点では非効率であるため、利用実態も加味しながらバス路線の効率化等の検討を行います。 

・なお、本取組により、運転士や車両の適正な配置がされ、さらに、中心部の交通円滑化にも寄

与すると考えています。 

・市街地では、運行本数の多いバス路線網が形成され、路線バスを利用して鉄道駅や商業施設等

へ行くことができます。 

・タクシーは、路線バスを利用できない人や多様な利用者のニーズに応える公共交通になってい

ます。 

・路線バスやタクシー等の公共交通を日常的に多くの人が利用し、公共交通サービスが向上する

好循環が図られています。 
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（2022 年度調査結果） 

図 茨木市内のバス路線の運行本数（阪急バス・近鉄バス・京阪バスの合計） 

多くの路線が重複している区

間であるため、便数が多い 
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1-2：利用を促す運賃施策の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：運賃施策の検討 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■現状と課題 

・当初計画において、公共施設や交通結節点等を循環するバスの導入検討を実施しました。循環

バスは、特定の施設への移動に限定されるため、既存のバス路線を活用する「乗り継ぎ運賃値

下げ施策」を代替施策として検討しました。 

・2016 年に実施したアンケートの調査結果から、乗り継ぎ運賃割引よりも JR 茨木駅～阪急茨木

市駅間 100 円化の方がバスの利用回数が増えるとの回答が多く、引き続き路線バスの利用を促

す運賃施策についての検討が必要です。 

■施策の取組 

・バス路線の効率化には、運賃設定も重要な要素となるため、利用者にとって使いやすい料金設

定について検討します。 

・公共交通全体の利用促進に向けた運賃施策についても検討を行います。 

事例紹介：GunMaaS（群馬県前橋市） 

『GunMaaS』では、マイナンバーカードと交通系 IC カードを紐づけることにより、前橋市民

限定の割引サービスを MaeMaaS から引き続き実施しています。 

 

＜料金が割引される公共交通＞ 

・対象となる一部デジタルフリーパスの料金 

・市内のデマンドバス 

＜割引額＞ 

デジタルフリーパス    デマンドバス 

  

※その他鉄道の割引もあり 

資料：前橋市 HP 
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施策２：多様なタクシーサービス等の展開 

2-1：タクシーサービスの拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜実施スケジュール＞ 

   短期：福祉タクシーの料金助成制度等の拡充検討 

多様なタクシーサービスの導入・周知 

＜実施主体＞ 

   茨木市、交通事業者 

   

■現状と課題 

・本市では、高齢者や重度の障害者を対象とした福祉タクシーの料金助成制度があります。 

・タクシー事業者によっては、配車アプリや自動音声による配車システム、相乗りサービスを導

入するなど、多様なサービスが展開されています。 

・市民アンケートによれば、タクシーに対して「呼んでもすぐ来てくれない」ことへの不満が多

く挙げられています。 

■施策の取組 

・利用者のニーズを踏まえ、高齢者福祉タクシー及び重度障害者福祉タクシーの料金助成等の拡

充について検討を行います。 

・多様なタクシーサービスの導入及び周知を進めます。 
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参考：茨木市 高齢者福祉タクシー料金助成サービス（令和 6 年 9 月時点） 

＜対象者＞ 

１．おおむね 65 歳以上 

２．利用者本人が市民税非課税または生活保護を受給している 

３．要介護認定で要介護 1 から 5と認定された 

４．病院に入院していない 

５．施設等に入所していない（茨木市内の有料老人ホームまたはサービス付高齢者向け住

宅を除く） 

６．重度障害者福祉タクシー利用券を受給していない 

＜事業内容＞ 

1 枚につき上限 500 円 

※1 乗車につき、乗車料金が 1,000 円未満の時は 1 枚（500 円）、1,000 円以上の時は 2 枚

（1,000 円）まで利用可能 

＜交付枚数＞ 

1 か月あたり 4 枚交付 

＜利用できるタクシー会社＞ 

茨木市と契約を交わしている事業者に限る 

参考：茨木市重度障害者福祉タクシー料金助成サービス（令和 6 年 9 月時点） 

＜対象者＞ 

１．利用申請日において茨木市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方 

２．重度身体障害者（下肢、体幹、視覚及び内部障害）（身体障害者手帳 1 級又は 2 級） 

または、重度の知的障害者（療育手帳 A）または、重度の精神障害者（精神障害者保

健福祉手帳 1 級） 

３．対象者の属する世帯の生計中心者の当該年度の所得額が特別児童扶養手当の扶養義務

者所得制限限度額内にある方 

４．介護保険施設・老人福祉施設等に入所していない方（サービス付き高齢者向け住宅、

住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホームを除く） 

５．病院に入院していない方 

６．茨木市高齢者福祉タクシー利用券を交付されていない方 

＜事業内容＞ 

1 枚につき上限 500 円 

※1 乗車につき、乗車料金が 1,000 円未満の時は 1 枚（500 円）、1,000 円以上の時は 2 枚

（1,000 円）まで利用可能 

＜交付枚数＞ 

1 か月あたり 4 枚交付 

＜利用できるタクシー会社＞ 

茨木市と契約を交わしている事業者に限る 
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2-2：ユニバーサルデザインタクシー等の導入促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：ユニバーサルデザイン（ＵＤ）タクシーの導入促進 

＜実施主体＞ 

国、大阪府、交通事業者、NPO 法人等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨木市 

 

写真 UD タクシーの課題検証の風景（阪急タクシー高槻営業所）   

■現状と課題 

・タクシー車両について、高齢者、障害者や妊産婦等、様々な人が利用しやすいタクシー（ユニ

バーサルデザインタクシー）が導入されています。 

・日常生活において、一部の人にとっては身体的な制約等により路線バスやタクシーなどの公共

交通を利用しにくく、また、利用できないことがあります。市内ではそのような移動困難者に

対する支援の一つとして、NPO 法人による福祉有償運送や介護事業者によるデイサービスセン

ターへの送迎などのサービスが実施されています。 

■施策の取組 

・健康な方はもちろんのこと、足腰の弱い高齢者、車いす使用者、ベビーカー利用の親子連れ、

妊娠中の方など、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインタクシー（UD タクシー）等の普及

に努めます。 



37 

 

 

資料：大阪府 

 

図 大阪府ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金（令和 6 年度事業） 
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テーマ②： 安全な歩行空間の確保 

将来目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策３：歩行空間のバリアフリー化 

3-1：バリアフリー基本構想に基づくバリアフリー化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期～中期：バリアフリー化を実施 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通事業者、交通管理者、道路管理者（国、大阪府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 茨木市内のバリアフリー化等の実施事例  

・バリアフリー化された歩道が整備されており、段差や自転車との接触事故等の不安を感じず、

安全に通行することができます。 

・歩行者、自転車、自動車等の通行空間が分離され、あるいは混在する場合でも各々の通行位置

を利用者が理解できるように、道路の改良や標示が行われています。 

・通学路など特に安全の確保が必要な道路では、適切な注意喚起や自動車の速度抑制等が行われ、

安全に通行することができます。 

■現状と課題 

・平成 28 年に茨木市バリアフリー基本構想を策定し、重点整備地区である「JR 茨木・阪急茨木

市駅周辺地区」、「総持寺駅周辺地区」、「南茨木駅周辺地区」を中心にバリアフリー化を進めて

います。 

■施策の取組 

・バリアフリー基本構想に基づき、歩道の段差解消等のバリアフリー化施策を進めます。 

・また、重点整備地区以外の地域においても高齢者、障害者等が利用する施設等のバリアフリー

化を推進する必要があることから、利用者の実態等に応じてバリアフリー化を検討・実施しま

す。 

【重点的に取り組みを行う箇所】 

・JR 茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

・総持寺駅周辺地区 

・南茨木駅周辺地区 

※上記以外の箇所においても、利用者の実態等に応じて取り組みを行います。 

整備前 整備後 
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施策４：歩行者安全対策の推進 

4-1：安全な歩行空間の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

歩行者・自転車・自動車の分離 

短～中期：路側帯のカラー舗装化、道路空間の再配分等の改良等 

歩道の整備、拡幅 

短期～中期：歩道整備についての検討、実施 

通学路の安全対策 

短期～中期：安全対策案を検討し、実施を継続 

踏切の安全対策 

短期～中期：踏切の安全対策の実施 

＜実施主体＞ 

歩行者・自転車・自動車の分離  茨木市、交通管理者、道路管理者（国、大阪府） 

歩道の整備、拡幅    茨木市、道路管理者（国、大阪府） 

通学路の安全対策    茨木市、交通管理者、道路管理者（国、大阪府）、教育委員会 

踏切の安全対策    交通事業者、交通管理者   

■現状と課題 

・これまで幹線道路を中心に歩道の整備や路側帯のカラー舗装など歩行者安全対策を実施してき

ましたが、歩行者、自転車、自動車の通行空間の分離などによる安全な歩行空間の確保が十分

ではない状況です。 

・中心部では、自転車が歩道上を通行する際に歩行者を優先しない場面が散見され、安全な歩行

空間を確保することが必要です。 

・市民アンケートの結果から 28％の方が「徒歩での移動」に対して不満と回答しており、不満

な内容として、「歩道がない、狭いなど危険な道路が多い」、「自転車マナーが悪く、接触しそ

うで危ない」が多くなっています。 

■施策の取組 

・歩行者・自転車・自動車の通行空間の分離を行い、歩行者の安全性の向上を図ります。 

・通学路については、安全点検の結果を踏まえ茨木市、大阪府、警察、教育委員会が対策を検討

し、地域住民と調整のうえ、順次対策を実施します。 

・踏切については、交通事業者において踏切事故ゼロを目標に、行政機関と連携して更なる安全

対策を推進します。 

【重点的に取り組みを行う箇所】 

・歩行者・自転車・自動車の分離：歩行者交通量が多い道路、自転車ネットワークを構成する

路線等 

・歩道の整備・拡幅 ：歩行者交通量が多い道路、歩道が未整備の道路等 

・通学路の安全対策 ：通学路に指定されている道路等 

・踏切の安全対策 ：市内の踏切 
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写真 茨木市内の歩行者等の空間分離の実施状況   

カラー舗装 自転車レーン整備 

歩道整備 
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テーマ③： 安全・快適な自転車利用環境の形成 

将来目標 

 

 

 

 

 

 

 

施策５：安全・快適な自転車利用空間の整備 

5-1：茨木市自転車利用環境整備計画に基づく自転車走行環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期～中期：自転車走行環境の整備 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通管理者、道路管理者（国、大阪府） 

 

 

  

・鉄道駅等の主要施設へアクセスする道路は、安全かつ快適に自転車が走行できる空間が整備さ

れており、通勤・通学をはじめ、買物や企業活動における短い距離の移動において幅広い人が

自転車を利用しています。 

・レンタサイクルやシェアサイクルなどにより、自転車の利用が促進され、ビジネスや観光など

で茨木を訪れた人も、気軽に自転車を利用することができます。 

■現状と課題 

・中心部では、自転車と歩行者が歩道上で錯綜しており、交通安全を確保する上での課題となっ

ています。 

・自転車が関連する事故件数は、近年横ばいで推移していますが、事故件数全体のうち自転車が

関連する割合が増加しています。 

・市民アンケートの結果から、「自転車での移動」に対する最も不満な内容として「自転車が安

全に通行できる道路が少ない」が挙げられました。 

・自転車は、環境と健康を考慮した交通手段として注目されています。 

■施策の取組 

・自転車の利用促進に向けて、茨木市自転車利用環境整備計画に基づく自転車走行環境の整備を

進めます。 
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資料：茨木市自転車利用環境整備計画 中間見直し（茨木市,R2.3） 

 

図 自転車ネットワーク路線における優先整備対象路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 茨木市内の自転車レーンの整備事例  
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施策６：レンタサイクル等の利便性向上 

6-1：レンタサイクル等の拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：レンタサイクル・コミュティサイクル等の拡充 

＜実施主体＞ 

茨木市、民間事業者 

 

 

 
 場所 場所 利用時間 料金 備考 

① 
レンタサイクル 
「駅リンくん茨木店」 

JR 茨木駅 6:30～22:00 400 円/回  

② 
ミディ コミュニティサイクル 
JR 茨木東口自転車駐車場内サイクルポート 

JR 茨木駅 8:00～20:00 200 円/回 ④⑤でも返却可能 

③ 
レンタサイクル 
阪急茨木北駐輪センター 

阪急茨木市駅 6:30～22:00 320 円/回  

④ 
ミディ コミュニティサイクル 
阪急茨木西口駐車場内 サイクルポート 

阪急茨木市駅 8:00～20:00 200 円/回 ②⑤でも返却可能 

⑤ 
ミディ コミュニティサイクル 
南茨木駅前(第 1)自転車駐車場内 サイクルポート 

南茨木駅 8:00～20:00 200 円/回 ②④でも返却可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨木市観光協会 HP、茨木市ミディコミュニティサイクル HP 

 

写真 茨木市内のレンタサイクル・コミュニティサイクル実施状況  

■現状と課題 

・本市においては、民間事業者が市内でレンタサイクルやコミュティサイクルの事業を実施して

います。 

■施策の取組 

・レンタサイクル・シェアサイクル等については今後も民間事業者による事業展開を基本としま

すが、多様な都市活動における自転車利用の促進を目的に、レンタサイクル・コミュティサイ

クル・シェアサイクル等の導入等により、利便性向上・利用促進を働きかけていきます。 

茨木市内のレンタサイクル・コミュニティサイクル 

コミュニティサイクル 
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テーマ④： 交通ルール・マナーと公共交通利用意識の醸成 

将来目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策７：歩行者・自転車・自動車利用者の交通ルール・マナーの啓発 

7-1：交通安全教室、交通安全大会等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：交通安全教室、交通安全大会等の実施 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通管理者、教育関係者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 交通安全教室やイベントの実施状況   

■現状と課題 

・未就学児から高齢者まで様々な年齢層を対象に、交通安全に関する教育活動や、マナーアップ

のための啓発活動を実施しています。 

・市民アンケートでは、今後必要と考えられる交通に関する取組みとして、「自転車の走行マナ

ーやルールの啓発」が多く挙げられました。 

■施策の取組 

・現在実施している安全教育や啓発活動について、法改正等を踏まえて実施内容を見直しなが

ら、多様な教育活動や啓発イベントを検討します。さらに、関係団体と連携を図りながら、効

果的な啓発活動に努めます。 

交通安全フェスタ 交通安全フェスタ（EV バス展示） 交通安全教室 

・大人から子供まで自転車利用の交通ルール・マナーが遵守されています。 

・自動車利用者は歩行者や自転車に対し、自転車利用者は歩行者に対して配慮した運転が行われ

ています。 

・市民には「過度に自動車を利用しない」という意識が浸透し、市民自らが公共交通を守り・育

てる意識をもち、積極的に利用することで、公共交通サービスが向上する好循環が図られてい

ます。 
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7-2：交通ルール・マナーの啓発ポスターや冊子等の作成・掲示 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：啓発ポスターや冊子の作成、掲示 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通管理者 

 

7-3：自転車乗車用ヘルメットの購入補助 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：購入費補助の実施 

＜実施主体＞ 

茨木市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大阪府                    資料：茨木市 

図 交通安全啓発ポスター事例       図 自転車乗車用ヘルメット購入補助 

■現状と課題 

・安全な交通環境の創出に向け、市民全体の交通マナーに対する意識醸成が重要であり、交通安

全に関する教育活動や、マナー向上のための幅広い広報等が必要です。 

■施策の取組 

・交通マナーの多くの人への周知のため、ポスターや冊子の作成・掲示・配布等を行います。 

・転入者への啓発冊子配布等も行います。 

■現状と課題 

・道路交通法改正により、令和５年４月からすべての自転車利用者に対してヘルメットの着用が

努力義務となりました。 

・本市においては、自転車ヘルメットの購入補助を実施しています。 

■施策の取組 

・自転車ヘルメット着用促進に向けて、購入費補助の継続的な取り組みを進めます。 
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7-4：自転車市民啓発モニター制度の導入 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：自転車市民啓発モニター制度の検討 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨木市 

写真 「ひろメット隊 いばらき」の結成式の様子   

■現状と課題 

・本市では、自転車乗用中の転倒による頭部損傷の重大事故から守る自転車用ヘルメットを普及

させるため、着用啓発市民モニター「ひろメット隊いばらき」を結成しています。 

■施策の取組 

・市民による自転車ヘルメット着用に係る取組の推進 

任命式 啓発活動 
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施策８：モビリティ・マネジメント等の推進 

8-1：モビリティ・マネジメントの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短～中期：モビリティ・マネジメントの実施 

＜実施主体＞ 

茨木市、大阪府、交通事業者、教育関係者、市民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 HP 

 

 

 

 

 

資料：阪急バス HP 

 

図 モビリティ・マネジメントの実施状況   

■現状と課題 

・公共交通の活性化や維持に関する必要性が高まる一方で、依然として自動車利用が多い状況に

あり、より一層の公共交通への転換が必要です。 

・モビリティ・マネジメント（MM）は、「過度に自動車に頼る状態」から「公共交通や徒歩など

を含めた多様な交通手段を適度に利用する状態」へと少しずつ自発的に変えていく取り組みの

ことで、本市においても様々な取り組みが行われています。 

■施策の取組 

・日常的な移動手段として公共交通が選択されることを目指し、継続的にモビリティ・マネジメ

ントを実施します。 

学校 MM：茨木市立三島小学校（2023 年度） 阪急バス：小学生向け副教材 
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8-2：公共交通に関するイベント開催等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短～中期：イベントの開催 

＜実施主体＞ 

茨木市、大阪府、交通事業者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：阪急バス HP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：京都市交通局 HP   資料：沖縄スマートシフトプロジェクト HP 

図 公共交通に関するイベントや乗車制度の例  

■現状と課題 

・公共交通の利用促進に向けては、楽しみながら公共交通に身近に触れられるような機会が求め

られます。 

■施策の取組 

・子供を対象とした気軽に公共交通を利用できる乗車制度の導入や乗車体験会等、公共交通の魅

力を感じてもらえるイベントの開催等、その他にも多様な世代を対象とした公共交通の利用促

進に関する取組を実施します。 

・本市だけでは実施が難しい取組もあるため、大阪府や周辺市町等との連携についても検討しま

す。 

阪急バス：夏休み子ども定期券 

京都市交通局：きょうとエコサマー 那覇市：バスフェスタ 
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8-3：電気自動車等の低公害車の普及促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短～中期：公用車の電気自動車やエコカー導入、市民への広報、充電スタンドの設置等 

＜実施主体＞ 

茨木市、民間事業者、交通事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 令和４年度いばらき環境フェア     写真 中央公園駐車場 EV 車用充電スタンド 

   

■現状と課題 

・公共交通の活性化や維持を求める声が多い一方で、自動車を利用せざるを得ない人たちも存在

しており、自動車交通における環境負荷の低減等が求められています。 

・公用車へのエコカー導入促進、エコカーの展示会の開催、低公害車等に係る国の補助事業の情

報提供、電気自動車用充電スタンドの設置等を進めています。 

■施策の取組 

・公用車の更新時には可能な限り電気自動車やエコカーの導入に努めるとともに、市民や企業に

も電気自動車やエコカーを普及するための啓発活動を進めます。 
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 多様な都市活動を支援し、地域交流の促進に資する交通環境の構築 
 

テーマ⑤： 公共交通利用環境の改善 

将来目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策９：交通結節点の機能強化 

9-1：駅前広場の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・利用者の多いバス停には、上屋やベンチが設置され、雨の日や風の強い日でも、快適にバスを

待つことができます。 

・主要なバス路線では、定時性が確保され、通勤時などもバスの遅延を心配せずに利用すること

ができます。 

・公共交通網に関する運行情報や乗り場案内が提供され、初めて茨木市を訪れた人でも迷うこと

なく移動することができます。 

・行政や交通事業者等が一体となって、公共交通の利用環境の改善に向けて取り組んでいます。 

・交通結節点間の移動では、バス路線や自転車、徒歩など複数の交通手段があり、目的や状況に

応じた使い分けができます。 

■現状と課題 

・JR 総持寺駅は、アクセス道路である庄中央線、市道総持寺駅前線の整備を進めています。また、

阪急総持寺駅の駅前広場は未整備です。 

・JR 茨木駅西口駅前広場は、昭和 45 年の大阪万博の開催に合わせて整備され、これまで歩道橋

の増設やエスカレーターの設置、信号機の設置など部分的な改良を行ってきました。しかし、

通過交通が駅前広場内に流入する形状や、駅舎側から一部のバス停までの経路がバリアフリー

に対応できていないといった課題があります。 

・阪急茨木市駅西口駅前広場は、JR 茨木駅と同様に大阪万博に合わせて整備されましたが、安全

で円滑な交通機能や魅力ある空間の不足といった様々な課題を抱えていることから、駅周辺の

再整備について検討が必要です。 

・JR 茨木駅と阪急茨木市駅の周辺では、市内に立地している学校や企業、病院などの送迎バスが

多く発着しており、JR 茨木駅の周辺（上穂積東町と松ヶ本町）には市営の送迎用バスターミナ

ルを設置しています。 

■施策の取組 

・JR 総持寺駅、阪急総持寺駅、JR 茨木駅西口、阪急茨木市駅西口など主要駅における駅前広場や

駅周辺環境等の整備により、鉄道と他の交通手段の結節機能の強化を図ります。 

・阪急茨木市駅では、再整備に合わせて送迎バス発着場の設置も引き続き検討します。 
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＜実施スケジュール＞ 

JR 総持寺駅 短期：駅前駐輪場の整備 

阪急総持寺駅 中期：駅前広場の整備 

JR 茨木駅西口 中期：駅前広場の再整備 

阪急茨木市駅西口 中期：駅周辺の再整備 

＜実施主体＞ 

JR 総持寺駅 民間事業者 

阪急総持寺駅 茨木市、道路管理者（大阪府） 

JR 茨木駅西口 茨木市 

阪急茨木市駅西口 茨木市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 駅前広場の整備計画  

■2016 年 8 月 31 日 都市計画決定 

■駅前交通広場概要（案） 

面積：約 2,900 ㎡ 

規模：バス乗降場   1 バース 

タクシー乗降場 2 バース 

タクシー待機場 4 バース 

一般乗降場   4 バース 

身障者用乗降場 1 バース 

JR 総持寺駅 

阪急総持寺駅 
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施策 10：バスのハード面でのサービス向上 

10-1：バス待ち環境の改善 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期～中期：上屋やベンチ等の設置 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通事業者、道路管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 茨木市役所前バス停の上屋 

 

10-2：バス優先レーンの設置検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期～中期：バス優先レーンの設置検討 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通事業者、道路管理者 

   

■現状と課題 

・市内のバス停に上屋やベンチが未設置の停留所、更新されていない停留所があり、バスを待つ

環境の改善が求められています。 

■施策の取組 

・バス停の上屋やベンチの更新等により、バス待ち環境の改善を図ります。 

■現状と課題 

・茨木市内では渋滞が慢性化している区間もあり、バスの運行時刻に遅延が生じる場合がありま

す。 

・市民アンケート調査結果から、路線バスに対して定時性や所要時間への不満の声が多く挙がり

ました。 

■施策の取組 

・バス優先レーンの設置による所要時間短縮、定時性の確保について検討を行います。 
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10-3：サイクル＆バスライド用駐輪場の設置検討 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期～中期：サイクル＆バスライド用駐輪場の設置の検討 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 バス優先レーンの設置事例        写真 サイクル＆バスライド駐輪場の設置イメージ 

■現状と課題 

・自宅からバス停まで距離があることを理由にバス利用を見送っている場合もあり、バス利用の

促進に向けて、バス停までのアクセス改善が重要です。 

■施策の取組 

・バス停までのアクセスを改善するため、バス停周辺においてサイクル＆バスライド用駐輪場の

設置を検討します。 

バス優先レーン 

 

設置事例写真 

C＆BR 駐輪場 

 

設置事例写真 
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施策 11：バスのソフト面でのサービス向上 

11-1：情報提供の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：総合案内板の設置、公共交通マップの更新・配布等 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 総合案内板（JR 茨木駅西口） 

 

 

 

 

 

 

図 いばらき公共交通マップ 

 

   

■現状と課題 

・市内には路線バスネットワークが広がっていますが、ＪＲ茨木駅や阪急茨木市駅の駅前広場に

おいて乗降場所が多く、普段バスを利用しない人や観光等で来訪した人にとって乗降場所がわ

かりづらい状況にあります。 

■施策の取組 

・主要駅周辺への総合案内板の設置や公共交通マップの最新情報への更新など、利用者にわかり

やすく情報提供を行います。 
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テーマ⑥： 中心部での回遊性の高い魅力的な歩行空間の創出 

将来目標 

 

 

 

 

 

 

施策 12：道路空間の再配分 

12-1：JR 茨木駅～阪急茨木市駅間の一方通行化等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

中期：JR 茨木駅～阪急茨木市駅間の一方通行化に向けた検討 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通事業者、交通管理者、道路管理者（大阪府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「２コア１パーク＆モール」の都市構造 

資料：茨木市都市計画マスタープラン 2025▶2035（令和 7年 3月予定） 

・中心部では不要な自動車交通の流入が抑制され、人が中心の歩いて楽しいまちの形成に寄与す

る歩行者優先の道路空間が整備されています。 

・中心部では公共空間の利用と中心市街地活性化施策が一体となってにぎわいが創出され、心地

よく回遊できる道路空間が形成されています。 

■現状と課題 

・市の中心部は、広域的な交通アクセスを担うJR 茨木駅と阪急茨木市駅（２コア）とその両駅間を

つなぐ中央通り・東西通りの東西軸（モール）の中間地点には、緑が集積した中央公園など（パー

ク）があり、この「２コア１パーク＆モール」の都市構造を活かした「ひと中心」のまちなか形

成に向けた取り組みを進めています。 

・一方で、多くの自動車や自転車、歩行者が往来するエリアでもあり、安全対策や交通渋滞の対

策が必要です。 

■施策の取組 

・道路空間の再配分や無電柱化の推進により、JR 茨木駅～阪急茨木市駅間において回遊性が高く

賑わいで溢れる空間の創出を図ります。 

おにクル 

阪急茨⽊市駅 

中央通り 

中央公園 

JR 茨⽊駅 

東⻄通り 
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資料：茨木市東西軸ストリートデザインガイドライン（R6.3） 

 

図 茨木市東西軸の整備イメージ 

   

中央通り 

東西通り 
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テーマ⑦： 自動車交通の円滑化 

将来目標 

 

 

 

 

 

施策 13：道路整備の推進 

13-1：都市計画道路の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短～中期：都市計画道路の整備 

＜実施主体＞ 

茨木市、道路管理者（国、大阪府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大阪府 

図 （都）茨木寝屋川線の期待される整備効果  

・中心部を通過する交通の流入を抑制する環状道路が整備されています。 

・物流などの産業に不可欠な広域的な移動を支える広域幹線道路へ迅速にアクセスできます。 

・渋滞が多発している箇所において、効果的な交通渋滞対策が行われ、渋滞が減少しています。 

■現状と課題 

・移動に自動車を利用する割合は、山間部で 57.3％、丘陵部で 35.3％、平野部で 16.7％であり、

山間部と丘陵部で増加傾向となっています。 

・環状道路体系を形成する（都）茨木寝屋川線等の整備を新たに進めますが、市内の幹線道路及

び中心部には依然として交通混雑が残っています。 

・市民アンケートによれば、39％の人が「自動車での移動」に不満を感じており、不満点として

は「渋滞のため、時間がかかる」、「道路の幅が狭く、歩行者や自転車との接触が危険」等が挙

げられています。 

■施策の取組 

・茨木寝屋川線、茨木箕面丘陵線、駅前太中線などの都市計画道路の計画的整備により、交通混

雑の緩和を図ります。なお、茨木箕面丘陵線の整備と合せて廃止されたモノレール延伸計画の

代替交通手段検討を進めます。 
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図 都市計画道路の整備状況（2024 年 3 月末現在）  
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13-2：交差点の渋滞対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期～中期：交差点での対策検討、実施 

＜実施主体＞ 

茨木市、道路管理者（国、大阪府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省近畿地方整備局 

 
図 茨木市周辺の主要渋滞箇所  

■現状と課題 

・平成 25 年 3 月に京阪神圏渋滞ボトルネック対策協議会（事務局：国土交通省近畿地方整備局）

において、交通状況のデータやパブリックコメント結果に基づき「地域の主要渋滞箇所」が選定

され、現在も継続的に渋滞箇所の解消に向けた取組が進められています。本市では国道171 号、

府道大阪高槻京都線、府道大阪中央環状線など主要な幹線道路が主要渋滞箇所になっています。 

・国道 171 号西河原交差点の右折レーン設置に向けて、国、大阪府、地権者と協議を進めています。 

■施策の取組 

・西河原交差点、新庄ガード南交差点等の改良を進め、交差点の渋滞緩和を図ります。 
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 社会変化に対応した持続可能な交通環境の構築 
 

テーマ⑧： 地域との協働による新しい交通手段の導入 

将来目標 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

施策 14：地域が主体となった交通手段の導入 

14-1：自家用有償旅客運送事業等の導入検討 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

＜実施スケジュール＞ 

短期：山間部における自家用有償旅客運送等の導入検討 

＜実施主体＞ 

茨木市、地域住民、NPO 法人、交通事業者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：自家用有償運送のはじめかた（一般財団法人トヨタ・モビリティ基金,H30.7) 

 

図 自家用有償旅客運送の導入事例（京丹後市） 

  

・交通空白地や交通不便地等において、公共交通や福祉交通等により、高齢者等の移動や通学等

に必要な持続的な移動手段が確保されています。 

・地域との協働により「地域と一緒に守り・育てる」という考え方が利用者にも意識されていま

す。 

・新たな交通 ICT も適切に取り入れた形で、利用者数や利用者ニーズ等に応じた利便性の高い多

様な公共交通が運行されています。 

・公共交通により日常生活における移動や観光客の移動が確保されています。 

■現状と課題 

・山間部では高齢化の進展に伴い、将来的な移動手段の確保について不安を感じる人が増加して

います。 

・路線バスの特性が活かせない地域において、通常の路線バスの運行を維持することが困難であ

り、交通事業者や行政だけでなく地域住民等も一緒に、利用者数や利用者ニーズ等を踏まえた

交通手段の検討が必要となります。 

■施策の取組 

・ＮＰＯ法人等が交通空白地等において、当該地域の住民や観光客その他の当該地域を来訪する

者の運送を行う自家用有償旅客運送等の導入について検討を行います。 
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参考：事業者協力型 自家用有償旅客運送 

道路運送法の改正により、令和 2年 11 月から、運行管理や車両の整備管理について一般旅客

自動車運送事業者（バス・タクシー事業者）が協力する「事業者協力型自家用有償旅客運送制

度」が創設されました。 

持続可能な移動手段確保のため、輸送の安全確保にノウハウのあるバス・タクシー事業者の

協力を得て自家用有償旅客運送を導入することも検討します。 

 

＜制度創設の趣旨＞ 

 

＜制度のイメージ＞ 

 

資料：自家用有償旅客運送ハンドブック 
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施策 15：地域活力の創出・維持に寄与する移動手段の確保 

15-1：公共交通を補完する移動手段の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短～中期：新たな移動手段・運行方式に関する検討 

＜実施主体＞ 

茨木市、地域住民、NPO 法人、交通事業者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：グリーンスローモビリティの導入と活用のための手引き 

 

図 新たな手段によるバス停へのアクセス性向上イメージ：グリーンスローモビリティ 

■現状と課題 

・丘陵部や平野部においてもバスの利便性が低い地域やバス停までのアクセスが困難な地域があ

ります。 

・市民アンケート調査の結果から、今後、必要と考えられる交通に関する取組みとしては「乗り

やすく、使いやすいバスの運行」が多く挙げられています。 

■施策の取組 

・公共交通を補完する新たな移動手段・モビリティによるバス停等へのアクセス性向上に向けた

検討を行います。 
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15-2：山間部を訪れる観光客等の移動手段検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短～中期：移動手段に関する検討 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通事業者、観光協会等 

 

 

施策 16：交通 ICT を活用した新たな交通手段の導入検討 

16-1：公共交通における自動運転等の導入検討 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短～中期：交通 ICT の活用検討 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通事業者、研究開発団体等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県境町 

 

写真 自動運転バスの運行事例（茨城県境町）  

■現状 

・本市の山間部には、キリシタン遺物史料館や地場産の農産物を販売する見山の郷、東海自然歩

道などをはじめ、歴史資源や観光資源があります。また、安威川ダム建設に伴いダムパークい

ばきたが整備され、彩都東部地区における産業集積拠点の整備など、市民だけでなく市外から

の来訪者増加が期待されています。 

■施策の取組 

・山間部を訪れる観光客等の移動手段について検討を行います。 

■現状 

・交通 ICT（自動運転、MaaS 等）の開発・普及が著しい速度で進展しており、移動における利便

性の向上、事業環境の改善に向けた実証実験・本格導入が全国各地で進められています。 

■施策の取組 

・公共交通を取り巻く様々な課題に対応するため、交通手段の検討にあたっては、自動運転等進

展が著しい交通 ICT の活用を検討し、公共交通の利便性や持続可能性の向上を図ります。 
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テーマ⑨： 交通事業者の運営環境の改善 

将来目標 

 

 

 

 

 

 

施策 17：多様な人材の確保 

17-1：女性が働きやすい環境への改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期： 女性の労働環境改善に関する取り組み 

＜実施主体＞ 

茨木市、交通事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：阪急バス 

 

図 女性の労働環境改善の事例   

・バス、タクシーの労働環境が改善されるとともに、業界イメージの向上により、バス、タクシ

ーの運転士が魅力的な職業となります。 

・安定的に人材が確保され、利便性の高い路線バスの運行、迅速なタクシー配車が可能となり、

利用者数も安定的に推移します。 

■現状と課題 

・バス、タクシーにおいては運転士の高齢化や労働環境やイメージの問題、さらには 2024 年か

ら施行された働き方改革関連法に基づく時間外労働時間の規制等により、運転士不足が深刻な

問題となっています。 

・全国的に路線バス、タクシーの運転士不足に起因する減便等のサービス低下が懸念され、公共

交通の維持が課題となっています。 

■施策の取組 

・運転士確保に向けて、女性が働きやすい環境への改善を図ります。 

パウダールーム 女性専用休憩施設 
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事例紹介：女性運転士確保に向けた環境整備について補助金 

市原市では、路線バスやタクシーの運転士が不足する中、女性運転士の雇用を促進し、公共

交通を確保・維持するため、女性の働きやすい環境を整備する事業者に対して、費用の一部補

助しています。 

 

＜対象者＞ 

以下の要件をすべて満たす者 

(1)市内に事業所、車庫又は待機所を有する公共交通事業者であること 

（高速バス又はハイヤーのみを運行する公共交通事業者を除く） 

(2)女性の常勤運転士を雇用している又は採用見込みがあること 

(3)市税を滞納していないこと 

＜対象となる環境整備＞ 

市内事業所、車庫又は待機所における次に掲げる設備の新設又は改修とする。 

(1)専ら女性運転士の使用に供するためのトイレ、更衣室その他の女性用設備 

(2)職場内の子どもの遊び場スペースなど子育て支援設備 

＜補助金の額＞ 

(1)対象となる環境整備に係る経費の２分の１以内の額（1,000 円未満の端数が生じた時は、

これを切り捨てた額） 

(2)１回につき５０万円を限度とする 

資料：千葉県市原市 
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17-2：第二種免許取得の支援 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：二種免許取得の支援 

＜実施主体＞ 

大阪府、交通事業者 

 

 

17-3：自家用車活用事業による一般運転士の活用検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：導入の可能性検討 

＜実施主体＞ 

茨木市、国、交通事業者 

 

 

   

■現状と課題 

・運転士不足への対策として、多様な人材に着目する必要があります。 

・しかし、運転士になることを希望する方の中で第二種免許を保有していない人も多くおり、応

募への障害にもなる場合があります。 

■施策の取組 

・第二種免許の取得を希望する人の免許取得を支援します。 

■現状 

・公共交通の「担い手」「移動の足」不足解消のため、令和６年３月にタクシー事業者の管理の

下で、自家用車・一般ドライバーを活用した運送サービスの提供を可能とする自家用車活用事

業（日本版ライドシェア）が創設されました。 

・大阪府内では、大阪市域交通圏において実施されていますが、北摂交通圏は未実施です。 

■施策の取組 

・市内における自家用車活用事業の導入可能性について検討を行います。 
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施策 18：柔軟な労働体系の構築 

18-1：パート勤務による学生等の活用 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：パート勤務の拡充 

＜実施主体＞ 

交通事業者 

 

18-2：運転業務と事務業務の兼務体制 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：勤務体制の検討 

＜実施主体＞ 

交通事業者 

   

■現状 

・運転業務・事務業務を専属として従事していることが多いですが、多くの交通事業者では人材

が不足している状況で業務を行っています。 

■施策の取組 

・運転業務と事務業務の兼務など多様な勤務体制の導入について検討します。 

■現状と課題 

・運転士になりたいと考えているものの、労働条件が合わないという場合があります。 

・より多くの方に運転士への門戸を開くためには、労働時間や勤務体制等の面で柔軟な労働体系

が求められます。 

■施策の取組 

・パート勤務の拡充により、労働時間に制約のある人材の積極的な活用を図ります。 
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施策 19：積極的な人材募集 

19-1：積極的な広報 

 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期： 人材募集に向けた取組の実施 

＜実施主体＞ 

茨木市、大阪府、国、交通事業者等 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨木市  

図 バス運転士職業理解セミナー（茨木市） 

 

 

19-2：ホームページ、SNS 等を活用した人材募集 

 

 

 

 

 

＜実施スケジュール＞ 

短期：人材募集に向けた取組の実施 

＜実施主体＞ 

茨木市、大阪府、国、交通事業者等 

■現状と課題 

・情報化社会である現在、多様な情報・広報媒体を活用した人材募集が求められています。 

■施策の取組 

・交通事業者等のホームページや SNS など活用した人材募集を行います。 

■現状と課題 

・運転士確保のためには、今まで以上に積極的な広報活動が求められ、関係者が連携した人材

募集活動が必要となります。 

■施策の取組 

・行政、交通事業者等が一体となって積極的な人材募集を行います。 
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■ 実施する交通施策の一覧 

 施策ごとに短・中期の実施スケジュールを示しています。 

 

短期 中期

1-1
市街地において重複するバス路線の効率

化検討
茨木市、交通事業者 31

1-2 利用を促す運賃施策の検討 茨木市、交通事業者 33

2-1 タクシーサービスの拡充 茨木市、交通事業者 34

2-2
ユニバーサルデザインタクシー等の導入

促進

大阪府、茨木市、交通事業者、

NPO法人
36

施策３ 歩行空間のバリアフリー化 3-1
バリアフリー基本構想に基づくバリアフ

リー化の推進

茨木市、交通事業者、交通管理

者、道路管理者（国、大阪府）
38

施策４ 歩行者安全対策の推進 4-1 安全な歩行空間の整備
茨木市、交通管理者、道路管理者

（国、大阪府）、教育委員会
39

施策５
安全・快適な自転車通行空

間の整備
5-1

茨木市自転車利用環境整備計画に基づく

自転車走行環境の整備

茨木市、交通管理者、道路管理者

（国、大阪府）
41

施策６
レンタサイクル等の利便性

向上
6-1 レンタサイクル等の拡充 茨木市、民間事業者 43

7-1 交通安全教室、交通安全大会等の実施 茨木市、交通管理者、教育関係者 44

7-2
交通ルール・マナーの啓発ポスターや冊

子等の作成・掲示
茨木市、交通管理者 45

7-3 自転車乗車用ヘルメットの購入補助 茨木市 45

7-4 自転車市民啓発モニター制度の導入 茨木市、交通管理者 46

8-1 モビリティ・マネジメントの実施
茨木市、大阪府、交通事業者、教

育関係者、市民
47

8-2
公共交通に関連するイベントの開催等の

実施
茨木市、交通事業者 48

8-3 電気自動車等の低公害車の普及促進 茨木市、民間事業者、交通事業者 49

施策９ 交通結節点等の機能強化 9-1 駅前広場の整備 茨木市、道路管理者（大阪府） 50

10-1 バス待ち環境の改善 茨木市、交通事業者、道路管理者 52

10-2 バス優先レーンの設置検討 茨木市、交通事業者、道路管理者 52

10-3
サイクル＆バスライド用駐輪場の設置検

討
茨木市、交通事業者 53

施策

11

バスのソフト面でのサービ

ス向上
11-1 情報提供の充実 茨木市、交通事業者 54

施策

12
道路空間の再配分 12-1

JR茨木駅～阪急茨木市駅間の一方通行

化等

茨木市、交通事業者、交通管理

者、道路管理者（大阪府）
55

13-1 都市計画道路の整備 茨木市、道路管理者（国、大阪府） 57

13-2 交差点の渋滞対策 茨木市、道路管理者（国、大阪府） 59

施策

14

地域が主体となった交通

手段の導入
14-1 自家用有償旅客運送事業等の導入検討 茨木市、NPO法人、交通事業者等 60

15-1 公共交通を補完する移動手段の確保 茨木市、NPO法人、交通事業者等 62

15-2 山間部を訪れる観光客等の移動手段検討 茨木市、交通事業者、観光協会等 63

施策

16

交通ICTを活用した新た

な交通手段の導入検討
16-1 公共交通における自動運転の導入検討

茨木市、交通事業者、研究開発団

体等
63

17-1 女性が働きやすい環境への改善 茨木市、交通事業者 64

17-2 第二種免許取得の支援 交通管理者、交通事業者 66

17-3
自家用車活用事業による一般ドライバー

の活用検討
茨木市、国、交通事業者 66

18-1 パート勤務による学生等の活用 交通事業者 67

18-2 運転業務と事務業務の兼務体制 交通事業者 67

19-1 積極的な広報 茨木市、国、交通事業者 68

19-2
ホームページ、SNS等を活用した人材募

集
交通事業者 68

テーマ⑦： 自動車交通の円滑化

テーマ⑨： 交通事業者の運営環境の改善

テーマ⑧： 地域との協働による新しい交通手段の導入

柔軟な労働体系の構築

多様な人材の確保

基本方針３： 社会変化に対応した持続可能な交通環境の構築

展開施策

テーマ⑤： 公共交通利用環境の改善

テーマ②： 安全な歩行空間の確保

多様なタクシーサービスの

展開

歩行者・自転車・自動車利

用者の交通ルール・マナー

の啓発

モビリティ・マネジメント等

の推進

バス路線再編等の検討施策１

基本方針２： 多様な都市活動を支援し、地域交流の促進に資する交通環境の構築

基本方針１： 公共交通を中心とした、人と環境にやさしい交通環境の構築

実施スケジュール
実施主体

頁

番号

テーマ① ： 市街地における公共交通の充実

テーマ⑥： 中心部での回遊性の高い魅力的な歩行空間の創出

積極的な人材募集

施策２

施策７

施策８

施策

10

施策

15

施策

17

施策

18

施策

19

施策

13
道路整備の推進

バスのハード面でのサー

ビス向上

地域活力の創出・維持に寄

与する移動手段の確保

テーマ③： 安全・快適な自転車利用環境の形成

テーマ④： 交通ルール・マナーと公共交通利用意識の醸成

再編に関する検討、地域公共交通の計画の策定

制度拡充に関する検討、多様なサービスの周知

UDタクシーの導入促進

バリアフリー化の実施

カラー舗装化、踏切安全対策の実施、その他対策検討 各対策の実施

優先路線の整備 優先整備路線、優先路線以外の整備

レンタサイクル・コミュニティサイクル等の拡充

交通安全教室等の実施

ポスター・冊子の作成・配布

購入費補助の実施

モニター制度の拡充検討

イベントの開催

駅前広場の整備整備内容に関する検討・協議

C＆BR駐輪場設置に関する検討

総合案内板の設置、公共交通マップの更新・配布等

導入に関する検討 検討結果に基づき試行、導入

新たな移動手段に関する検討

移動手段に関する検討

自動運転の導入に関する検討

労働環境改善に関する取り組み

二種免許取得の支援

導入に向けた検討

パート勤務の拡充

勤務体制の検討

人材募集の積極的な取組

運賃施策の検討

学校MMの実施

電気自動車等の導入、充電スタンドの設置等

レーン設置に関する検討

一方通行化等に向けた検討

都市計画道路の整備

交差点の渋滞対策検討、実施

検討結果に基づき試行、導入

検討結果に基づき試行、導入

人材募集の積極的な取組

上屋やベンチ等の設置
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 第５章 計画の推進に向けて 

 評価指標の設定 

まちの将来像の実現に向けて短・中期で実施する交通施策により、どの程度の効果が発現されてい

るかを把握するとともに、交通環境の改善を検討するに向け、将来の交通体系づくりの基本方針ごと

に評価指標を設定します。 

本計画では３つの基本方針ごとに交通施策をとりまとめており、複数の施策の実施による基本方針

の達成状況について検証します。 

評価指標は市民にも分かりやすいものを基本とし、施策による効果を定量的に計測が可能で、デー

タ取得の観点からも事業の進捗に合わせて適時検証することができるものについて、評価指標ごとに

現況値と 10 年後の目標値を定めています。なお、毎年、確認可能な評価指標を把握し、協議会に報告

するとともに必要により施策の見直しを行います。 

 

将来の交通体系づくりの 
基本方針 

評価指標 現況値 
目標値 

（10 年後） 

基本方針１ 

公共交通を中心とした、 

人と環境にやさしい交通

環境の構築 

①公共交通（鉄道・バス・

タクシー）の分担率 

21.3％ 
 平野部 ：22.0％ 

 丘陵部 ：19.6％ 

 山間部 ：15.9％ 

22.4% 
 平野部 ：23.1％ 

 丘陵部 ：20.6％ 

 山間部 ：16.7％ 

②市内の人身事故・自転車

事故発生件数 

人身事故：2.65 件/千人・年 

自転車事故：1.09 件/千人・年 

人身事故：2.38 件/千人・年 

自転車事故：0.98 件/千人・年 

③交通イベントや交通安全

教室等への参加者数 

37,822 人/年 
 交通安全教室：37,467 人 

（138 箇所） 

 交通安全運転講習会：355 人 

（17 会場） 

37,000 人/年 

基本方針２ 

多様な都市活動を支援

し、域交流の促進に資す

る交通環境の構築 

④鉄道・バス利用者数 
鉄道：280,945 人/日 

バス：20,051 人/日 

鉄道:295,000 人/日 

バス:21,000 人/日 

⑤中心部の歩行者・自転車

通行量 

歩行者：54,621 人/12 時間 

自転車：12,762 人/12 時間 

歩行者：57,500 人/12 時間 

自転車：13,400 人/12 時間 

⑥主要渋滞箇所数 19 箇所 17 箇所 

基本方針３ 

社会変化に対応した持続

可能な交通環境の構築 

⑦公共交通の人口カバー率 86％ 86% 

再掲：①公共交通（鉄道・

バス・タクシー）の分担率 
― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

[評価指標の把握方法] 

評価指標 把握方法 現況値の調査年 

①公共交通（鉄道・バス・タクシー）の分担率 近畿圏パーソントリップ調査 令和３年 

②市内の人身事故・自転車事故発生件数 大阪府交通安全協会 令和５年 

③交通イベントや交通安全教室等への参加者数 茨木市調査 令和５年 

④鉄道・バス利用者数 茨木市統計書 令和４年 

⑤中心部の歩行者・自転車通行量 茨木市調査 令和５年 

⑥主要渋滞箇所数 大阪地区渋滞対策協議会資料 令和６年 

⑦公共交通の人口カバー率 国勢調査等 令和２年 

 

[目標値設定の考え方] 

評価指標 目標値設定の考え方 

① 公共交通に関する各施策の確実な遂行により、５%増を目指す。 

② マナー啓発やハード面の整備を進め、人口千人当たりの事故件数の 10％削減を目指す。 

③ 継続的に現在と同程度の参加者数を確保する。 

④ 公共交通サービスの維持と利便性確保により、５％増を目指す。 

⑤ 中心部の賑わい創出や移動手段の公共交通等の利用環境改善により、５％増を目指す。 

⑥ 道路整備や交差点対策を進め、２箇所（10％）の解消を目指す。 

⑦ 公共交通の維持に努め、現状の水準を維持する。 
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 推進体制 

１） 計画の推進体制 

短・中期における施策展開にあたっては、市の関係部署との連携はもとより、交通事業者などの関

係機関とも連携する必要があります。 

そのため、各実施主体による施策の実施とあわせて、茨木市総合交通戦略協議会を毎年開催し、施

策の進捗確認等に関して協議するとともに、必要に応じて施策の見直しを検討します。 

また、本計画に位置付けた施策のうち、特に公共交通に関する取組の実現に向け、道路運送法に基

づく地域公共交通会議を設置するとともに、公共交通に関する検討の進展と合わせ、地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律に基づく地域公共交通協議会を設置し、地域公共交通計画を策定した上

で公共交通の取組を進めます。 

 

 

 

 

図 計画の推進体制  
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２） 地域公共交通計画の策定について 

現在、運転士不足という状況下にあり、将来にわたって充実した公共交通を引き継ぐことは容易で

はなく、総合交通戦略に施策として位置付けた検討事項の実現に向け、事業の確実かつ速やかな実行

のため、地域公共交通計画を策定します。 

また、国の補助を受ける際に地域公共交通の策定が必要となるものもあり、地域の公共交通サービ

スの維持・改善にあたっては様々なメリットがあります。 

なお、地域公共交通計画の策定にあたっては、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づ

く地域公共交通協議会を設置し、交通事業者や地域関係者の皆様との協議を重ねてまいります。 

 

 

 

 

図 茨木市総合交通戦略と地域公共交通計画の関係  
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参考：地域公共交通計画とは 

 

 

資料：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（理念編）第 4版/国土交通省 R5.10 
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参考：地域公共交通計画作成のメリット 

 

 

資料：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（理念編）第 4版/国土交通省 R5.10 
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 進行管理 

将来の交通体系づくりの基本理念である「地域特性を活かし、「住みやすい・移動しやすい」と実感

できる交通体系づくり」に基づき、各々の交通施策を推進するうえでは、施策の進捗状況についての

検証や評価による進行管理を行うとともに、社会情勢などを踏まえた計画の見直しが必要です。 

本計画の策定後は、総合交通戦略協議会を開催し、施策の進捗状況の確認や、必要に応じて実施施

策を見直します。また、策定から概ね５年後には中間見直しを行うとともに、概ね 10 年後には短・中

期で実施した施策全体の評価を行い、茨木市総合交通戦略についても必要に応じて見直すこととしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の進捗状況の

確認・公表 

個別施策の実施 

【短期】 【中期】 
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令和６年度改定 概ね 10 年後 概ね５年後 
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参考資料１：茨木市総合交通戦略の各施策の実施状況 

テーマ①市街地における公共交通の充実 

施策１：バス路線の新設・再編等の検討 

 

１－１：JR 総持寺駅の整備に合わせた新たなバス路線の導入 ◎実施済み 

進捗状況 

・駅の開業に合わせて運行 

実施時期 

2014 年～ 

取組実施時の工夫 

・特に無し 

取組から得られた効果 

・JR 総持寺駅への延伸による経費増大を最小限に抑えるため、阪急茨木市駅を終点とした 

取組実施後に新たに発生した課題・残存している課題 

・バス始終点の中間にＪＲ総持寺駅ができたため、ＪＲ総持寺駅から徒歩圏内のバス利用者が開業

前に比べて約 23％減少 

今後の取組の方向性 

事業完了 

備考 

   

出典：近鉄バス株式会社HP
新たなバス路線
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１－２：阪急及びモノレール南茨木駅～ＪＲ茨木駅への連携強化 ◎実施済み 

進捗状況 

・JR 茨木駅から南茨木駅を経由する路線を新設 

実施時期 

2015 年～ 

取組実施時の工夫 

・停留所新設に伴う調整など 

取組から得られた効果 

・令和 4 年の JR 茨木駅～阪急南茨木駅間の利用者数は、1便あたり約 1～2 名 

取組実施後に新たに発生した課題・残存している課題 

・JR 茨木駅～阪急南茨木駅間の利用が少ないことから、令和 5 年 4 月 1 日の運行を最後に運休中。

同区間は、今後廃止予定 

今後の取組の方向性 

事業完了 

備考 

   

新たなバス路線

出典：京阪バス株式会社HP



 

78 

 

１－３：公共施設や交通結節点等を循環するバス路線の導入に向けた検討 ◎実施済み 

進捗状況 

・2016 年度：乗継運賃値下げ等利便性向上施策検討 

・2018 年度：社会実験見送り 

実施時期 

2015 年～ 

実施済みでない要因 

・循環バスの導入による利点と欠点を比較した結果、循環バスの導入に比べ、既存バス路線の活

用・利用環境改善の方が効果が高いと考えられる 

実施のために必要となる事項・実施にあたっての課題 

・循環バスと既存路線バスとの競合による交通利便性低下の可能性がある 

・また、市の赤字補填が必要となる可能性がある 

取組から得られた効果 

・アンケート結果(2016 年度)から、乗り継ぎ運賃が割引になっても約半数の人は利用回数が変わ

らない 

取組実施後に新たに発生した課題・残存している課題 

・代替施策として、バスの乗り継ぎ運賃割引施策を検討 

・実施効果の再確認を含め、路線バスの利便性向上施策の検討が必要 

今後の取組の方向性 

事業完了 

（補足）循環バスの導入には課題が多い 

路線バスの乗継運賃割引施策等、他の利便性向上施策を検討する 
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１－４：周辺自治体との連携の検討 〇 実施中 一部実施済み 

進捗状況 

・箕面市が北大阪急行延伸に伴うバス路線再編を検討 

・豊能町と公共交通ネットワークについて意見交換を実施 

実施時期 

2014 年～ 

実施済みでない要因 

・引き続き意見交換を実施するため 

今後の取組の方向性 

継続協議 

※引き続き箕面市をはじめ周辺市との意見交換を実施 

備考 

 

 

 

 

  

出典：パンフレット「きたきた通信」第18号（2016年7月 北大阪急行線延伸推進会議）

北大阪急行線の延伸によるバス路線再編のイメージ
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施策２：多様なタクシーサービス等の展開 

 

２：多様なタクシーサービス等の展開 〇 実施中 一部実施済み 

進捗状況 

・大阪府タクシー準特定地域合同協議会によるタクシーの活性策に関する意見交換会に出席し情

報収集を実施 

・2022 年度に大阪タクシー協会へ事業状況や今後の展望・課題についてヒアリングを実施 

・重度障害者タクシー料金助成(2018 年度より対象者を拡充) 

・大阪府北摂ブロック福祉有償運送運営協議会への参加 

・福祉タクシー料金助成（2018 年度より対象者を拡充） 

実施時期 

2014 年～ 

実施済みでない要因 

・引き続き実施するため 

取組実施時の工夫 

・令和３年度から乗車料金が 1,000 円を超える場合、２枚まで使用可能とした 

取組から得られた効果 

・タクシー事業者が抱えている課題の共有。山間部におけるデマンド運行への可能性を踏まえた事

業協力についての聞き取り 

・アンケート結果(令和４年度)では、「経済的に助かる」「外出しやすくなった」等肯定的な意見が多い 

・令和２年度と比較し、チケットを半分以上利用した人が、５％増加 

取組実施後に新たに発生した課題・残存している課題 

・運転士不足等の課題が確認でき、今後の公共交通への維持について検討が必要 

・アンケート結果（令和４年度）では、「一度に使える枚数が多くなっても、使い切るのが早くな

るだけでプラスにはならない」「一度に使える枚数を増やしてほしい」という意見がある 

・利用者から、タクシーの予約ができない、呼んでもすぐに配車されない等の相談があり、事業者

と利便性に関する検討が必要 

今後の取組の方向性 

継続協議 

備考 

   

■⾼齢者福祉タクシー料⾦助成サービス

対象者にタクシーへの乗車1回につき500円まで助成される利用券を交付している。

■対象者（次のいずれにも該当するかた）

■交付枚数

1か月当たり4枚（申請月から当該年度分を一括交付）

１．おおむね65歳以上
２．利用者本人が市民税非課税または生活保護を受給している
３．要介護認定で要介護1から5と認定された
４．病院に入院していない

５．老人ホーム等に入所していない
６．重度障害者福祉タクシーを利用していない
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テーマ②安全な歩行空間の確保 

施策３：歩行空間のバリアフリー化 

 

３－１：バリアフリー基本構想の策定 ◎実施済み 

進捗状況 

・バリアフリー基本構想の策定（2015 年度） 

・バリアフリー基本構想の改定（2021 年度） 

実施時期 

2014 年～ 

今後の取組の方向性 

事業完了 

※継続協議会で進捗状況の確認 

 

３－２：バリアフリー化の対策実施 〇 実施中 

進捗状況 

・歩道の段差解消等を順次実施 

実施時期 

2014 年～ 

今後の取組の方向性 

継続協議 

※構想に基づきバリアフリー化を推進 

備考 

 

施策４：歩行者安全対策の推進 

■バリアフリー化事業の推進

基本構想に基づくバリアフリー化として視覚障害者誘導ブロックの設置等を順次実施している。
整備前

■継続協議会の開催

茨木市バリアフリー基本構想に基づくバリアフリー化の進捗を確認する協議会を開催している。

整備前 整備後
歩道のバリアフリー化

協議会開催風景
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４－１：歩行者・自転車・自動車の分離 〇 実施中 

進捗状況 

・路側帯のカラー舗装化 

・自転車レーンの整備 

実施時期 

2014 年～ 

今後の取組の方向性 

継続実施 

 

４－２：通学路の安全対策 〇 実施中 

進捗状況 

・路側帯のカラー舗装化 

・通学路安全指導員設置の窓口 

・警察及び道路交通課と交通安全教室を実施 

・地域住民による安全見守り隊と連携し、登下校の安全見守りを実施 

実施時期 

2013 年～ 

取組実施時の工夫 

・関係機関・関係各課と各校園から定期的に対策要望を集約し、連携を図っている 

取組から得られた効果 

・各校、警察及び交通政策課の協力し、交通安全教室を実施しており、児童の意識向上につながっ

ている 

取組実施後に新たに発生した課題・残存している課題 

・道路形状等の課題から、要望に沿った対策を行えていない箇所があり、代替措置を含め関係課と

連携し、対応していく必要がある 

今後の取組の方向性 

継続実施   
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４－３：歩道の整備、拡幅 〇 実施中 

進捗状況 

・西河原北町西太田線 他 整備 

・ゾーン 30 の導入 

実施時期 

2013 年～ 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

 

   

■カラー舗装・⾃転⾞と歩⾏者の分離・歩道拡幅等の実施

歩⾏者・⾃転⾞・⾃動⾞の分離を⽬的に、道路のカラー舗装や⾃転⾞レーン整備、歩道の拡幅等を実施し
ている。

整備前

■ゾーン30の導⼊
速度抑制と通過交通排除を⽬的にゾーン30を導⼊している。

歩道整備

カラー舗装 自転車レーン整備

ゾーン30
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４－４：踏切の安全対策 〇 実施中 

進捗状況 

・踏切事故防止キャンペーンの実施 

実施時期 

2015 年～ 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

 
 

 

  

■踏切事故防⽌に関する取り組み

JRでは踏切の通⾏の安全確保を図るため、⼀部の踏切道を拡幅している。

阪急では摂津市駅周辺における連続⽴体交差事業が計画されており、これに伴い茨⽊市内の踏切が１

箇所除却される。

交通事業者においては踏切事故ゼロを⽬標に、⾏政機関と連携して更なる安全対策を推進している。

踏切の安全対策
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テーマ③安全で快適な自転車利用環境の創出 

施策５：安全で快適な自転車利用空間の整備 

 

５－１：自転車利用環境整備計画の策定 ◎実施済み 

進捗状況 

・茨木市自転車利用環境整備計画の策定（H26 年度） 

実施時期 

2014 年 

今後の取組の方向性 

事業完了 

※改定版総合交通戦略を踏まえ、改定計画を策定予定 

 

５－２：自転車利用環境の向上施策 〇 実施中 

進捗状況 

・歩行者と自転車を分離する法定外表示の整備 

・西中条町奈良線、双葉町島 1 丁目線 他 

実施時期 

2015 年～ 

今後の取組の方向性 

継続実施 

※自転車利用環境整備計画に基づき自転車通行空間の整備等を推進 

備考 

 

施策６：レンタサイクル等の利便性向上 

自転車ネットワーク路線

他市域連携路線

整備済路線（市道）

整備済路線（府道）

図 自転車レーン整備状況

■⾃転⾞通⾏空間整備の推進

⾃転⾞利⽤環境整備計画に基づき、⾃転⾞通⾏空間整備を推進する。
放置⾃転⾞対策として放置⾃転⾞の撤去活動や啓発・指導、⾃転⾞を放置しにくくする対策等を実施している

他、⾃転⾞に関する安全教育活動や、マナーアップのための啓発活動を実施している。
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６：レンタサイクル等の利便性向上 〇 実施中 

進捗状況 

・指定管理者によるコミュニティサイクルを実施 

・3 箇所の駐車場をポートとして各 5 台の自転車を貸出 

実施時期 

2014 年～ 

今後の取組の方向性 

継続実施 

※認知度向上等のコミュニティサイクルの利用促進に取り組む 

備考 

 

 

 

 

  

■コミュニティサイクルの実施

駅周辺における駐輪施策を検討する中で、レンタサイクルやコミュニティサイクルのサイクルポートを設置している。

コミュニティサイクル サイクルポート

JR茨木駅のサイクルポート

（JR茨木駅東口自転車駐車場）

阪急茨木市駅の

サイクルポート

（阪急茨木西口駐車場）

南茨木駅のサイクルポート

（南茨木駅前（第1）

自転車駐車場）
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テーマ④山間部における公共交通の確保 

施策７：地域との協働による、利用しやすい公共交通の検討 

 

７－１：地域住民との協働による、利用しやすい運行方法の検討 〇 実施中 

進捗状況 

・山間部地域の移動実態に関する調査を実施 

・山間部の自治会と将来のまちづくりや移動手段確保についての意見交換を実施中 

・山間部を中心に、住民主体の買物支援サービス創出を検討 

・上音羽地区を対象に予約型あいのりタクシーの試験運行を実施 

・ダムパークいばきたに大規模な駐車場を整備 

・ダムパークいばきたに係るワークショップ参加者と北部地域における交通題を共有 

実施時期 

2014 年～ 

実施済みでない要因 

・引き続き地域住民との意見交換を実施するため 

・ダムパークいばきたの駐車場は令和６年度中に整備完了。並行して公園前にバス停の新設も協議

中 

・エリアマネジメント活動が地域主体での移動手段確保に及ぶかが不明 

実施のために必要となる事項・実施にあたっての課題 

・運行内容や利用料金の設定等、地域等との検討が必要 

取組から得られた効果 

・デマンドタクシーを導入した場合の課題（運行経費等）の把握 

今後の取組の方向性 

継続協議 

地域による主体的な取組の推進に向け、地域との意見交換や勉強会の開催など、継続して取組む 

備考 

 

 

 

取組経過

2021年（令和３年）２月 上音羽地区での検討を開始

2021年（令和３年）６月 現地視察・勉強会等の取組を開始

2022年（令和４年）４月 「阪急バスお出かけツアー」及びアンケートを実施

2022年（令和４年）10月 予約型のあい乗りタクシー「おとわ号」の試験運行（10/11～11/29）

2022年（令和４年）12月 試験運行終了後アンケートを実施

2023年（令和５年）７月 上音羽地区も含めた山間部と試験運行結果の共有及び意見交換を開始
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備考 

 

 

  

の試験運⾏（予約型あい乗りタクシー）
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７－２：周辺自治体との連携の検討 〇 実施中 

進捗状況 

・適宜、周辺市との意見交換を実施 

実施時期 

2014 年～ 

実施済みでない要因 

・引き続き地域住民との意見交換を実施するため 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

 

 

  

■北⼤阪ネオポリス線・忍頂寺線の再編

北⼤阪ネオポリス線・忍頂寺線︓彩都地区乗り⼊れ等、豊能町管内の各路線再編にあたり豊能町

との調整を実施している。

再編後のバス路線図
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７－３：山間部を訪れる観光客等の移動手段としての活用検討 〇 実施中 一部実施済み 

進捗状況 

・観光協会と協働し、北部地域における観光ウォーク等のイベントによる魅力向上 

・安威川ダム及びダムパークいばきた整備を踏まえ、新たな資源を活用した取組を検討 

・北部地域の魅力に係る調査 

・エリアガイド「いばきた」に路線バスの利用を提案 

・サイクリングをツールとした北部地域の魅力づくり：「いばきた」を改定し、内容を充実させ、

北部地域の魅力を PR 

・山とまちをつなぐをテーマに、「いばきたフォトサイクリング」を実施 

・ダムパークいばきたフェスティバルの開催時に路線バスを増便し、パンフレットで公共交通を利

用した来場をＰＲ 

実施時期 

2014 年～ 

実施済みでない要因 

・ダムパークいばきたの開園後も取組を進めるため 

実施のために必要となる事項・実施にあたっての課題 

・市内外からの来訪者の移動のための、公共交通や駐車施設の充実 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 
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テーマ⑤交通結節点の機能強化 

施策８：（仮称）ＪＲ総持寺駅の整備 

 

８：（仮称）ＪＲ総持寺駅の整備 〇 実施中 一部実施済み 

進捗状況 

・JR 総持寺駅開業、軌道敷沿いの歩道整備（2018 年３月完了） 

・庄中央線、市道総持寺駅前線（府道停車場線）を順次整備 

実施時期 

2014 年～ 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

 

 

 

JR総持寺駅へのアクセスルート

庄中央線 市道総持寺駅前線
（府道総持寺停車場線）
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施策９：駅前広場の整備 

 

９－１：阪急総持寺駅 〇 実施中 

進捗状況 

・都市計画決定（西口駅前広場）（2016 年度） 

・五反田橋梁の空頭高さが 3.0ｍ→3.8ｍに改良（2016 年度） 

・総持寺太田線一部区間における道路改良工事 

実施時期 

2014 年～ 

取組実施時の工夫 

・都市計画手続きを進めた 

取組から得られた効果 

・総持寺太田線については、都市計画変更により、現道を基本とした整備内容に変更し、早期整備

につなげた 

・五反田橋梁桁について、車両の接触件数が年平均４件（H16～22）あったが０件（H28）に減少 

取組実施後に新たに発生した課題・残存している課題 

・駅前広場については、用地買収が必要 

今後の取組の方向性 

継続実施 

※引き続き、阪急総持寺駅西口駅前広場整備に取り組む 

備考 

 

  

■2016年8月31日 都市計画決定
■駅前交通広場概要（案） 面積：約2,900㎡

規模：バス乗降場 1バース
タクシー乗降場 2バース
タクシー待機場 4バース
一般乗降場 4バース
身障者用乗降場 1バース

急総持寺駅駅前広場整備イメージ

五反田橋梁
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９－２：ＪＲ茨木駅（立命館大学開学に向けた周辺整備） ◎実施済み 

進捗状況 

・周辺整備を実施 

実施時期 

2014 年 

今後の取組の方向性 

事業完了 

備考 
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９－３：ＪＲ茨木駅（西口駅前広場の再整備等） 西口駅前広場の再整備 〇 実施中 

進捗状況 

・西口周辺整備計画策定（2014 年度） 

・一部バリアフリー化工事実施 

・弁天行バス停の移設によるバリアフリー化工事を実施 

・駅西側からアクセス可能な一般車乗降場を新設 

実施時期 

2014 年～ 

実施済みでない要因 

・目指すまちづくりの方向性の明確化や事業手法、増加する駅前に乗り入れる送迎バスへの対応に

ついて検討しているため 

実施のために必要となる事項・実施にあたっての課題 

・駅前のまちづくりについて、権利者との協議調整とともに市民等の理解を得る必要がある。ま

た、駅前広場の検討について、関係機関、交通事業者等との協議・調整が必要 

今後の取組の方向性 

継続実施 ※西口駅前広場の再整備を継続 

備考 

 

 

９－３：ＪＲ茨木駅（西口駅前広場の再整備等） 万博公園南側エリアでの開発への対応 ◎実施済み 

進捗状況 

開発事業者拡大連絡会に参加 

西駅前交差点への交通負荷を抑制するため、府道大阪高槻京都線の渋滞情報を国道 171 号の案内

板に掲示 

実施時期 

2015 年～ 

今後の取組の方向性 

事業完了 

  

JR茨⽊駅⻄⼝駅前広場 暫定整備状況
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９－４：阪急茨木市駅西口駅前広場の再整備 〇 実施中 

進捗状況 

・基本構想策定業務実施（2014 年度） 

・事業化を目指して、関係者と協議中 

実施時期 

2014 年～ 

実施済みでない要因 

・整備検討区域及び事業手法の変更による検討・協議調整に時間を要したため 

実施のために必要となる事項・実施にあたっての課題 

・民間ビルの建替えとの調整及び交通事業者・道路管理者・交通管理者との協議・調整も含めた駅

前広場の整備検討が必要 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

 

 

  

阪急茨木市駅西口駅前広場 暫定整備前

阪急茨木市駅西口駅前広場 暫定整備後
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テーマ⑥公共交通利用環境の改善 

施策１０：バスの使いやすさとサービス向上に向けた整備（ハード面） 

 

１０－１：ノンステップバスの導入促進 ◎実施済み 

進捗状況 

・各交通事業者において随時導入 

実施時期 

2014 年～ 

取組実施時の工夫 

・2023.7 現在、茨木市内を運行する路線の担当営業所におけるノンステップバス保有率は 96％。

引き続き車両更新時はノンステップバスを導入予定 

取組から得られた効果 

・バリアフリーに対応した取り扱いが可能 

取組実施後に新たに発生した課題・残存している課題 

・茨木市内乗り入れ車両は、一部を除きノンステップバス導入済 

・今後も継続 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

 

 

 

  

出典：阪急バスHP、近鉄バスHP、京阪バスHP

各事業者のノンステップバス

■阪急バス

■近鉄バス

■京阪バス
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１０－２：ハイグレードバス停の整備 △ 調整中 実施性含め要検討 

進捗状況 

・都市計画道路等の整備に併せて可能性を検討中 

実施済みでない要因 

・設置後の歩道幅員 2.0ｍ以上確保できる箇所が確保できなかった 

・都市計画道路を計画・道路整備をしている箇所が無く、設置の検討が出来なかった 

実施のために必要となる事項・実施にあたっての課題 

・上屋設置後、上屋を除いた歩道の幅員が原則 2.0m 以上必要 

・設置や維持管理の費用が必要 

今後の取組の方向性 

事業内容見直し 

（補足）交通結節点や乗降客数の多い主要なバス停等において、道路整備時に設置を検討 

ハイグレードバス停に限らず、上屋やベンチ設置等、待合空間の向上に向け、公設民営な

ど官民連携も含めた検討が必要 

備考 

 

  

■施策検討状況

■施策概要

◆歩道幅員2.0mの確保に加え、上屋設置時にはさらに2.0ｍを加算する必要あり

（道路構造令第11条 第3項ほか）

■施策の取り組み

上記スペースが確保可能な路線なし

先行事例：ハイグレードバス停の導入

事例
ハイグレードバス停は、バスの到着時刻等の情報の提示や、福祉施設や乗降者の

多いバス停に屋根やベンチを設けることで利便性を向上させたバス停で、大阪府
下でも導入が進んでいる。

広告付き上屋（堺市：市役所前） 時刻表

広告 広告付き上屋（大阪市：天神橋）
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施策１１：バスの使いやすさとサービス向上に向けた整備（ソフト面） 

 

１１－１：公共交通マップの作成・配布 ◎実施済み 

進捗状況 

・2017 年度作成 

・2022 年度～毎年度更新・配布 

実施済みでない要因 

・毎年度、内容の更新を行い配布 

今後の取組の方向性 

事業完了 

備考 

 

 

１１－２：総合案内板の設置 〇 実施中 一部実施済み 

進捗状況 

・2014 年度：JR 茨木駅設置 

・2017 年度：JR 総持寺駅設置 

取組から得られた効果 

・お客様の利便性向上 

今後の取組の方向性 

継続協議 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

                     総合案内板（JR 茨木駅西口） 

  

いばらき公共交通マップ
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１１－３：バスロケーションシステムの導入促進 ◎実施済み 

進捗状況 

・2014 年度：京阪バス導入 

・2016 年度：近鉄バス導入 

・2017 年度：阪急バス導入 

実施時期 

2014 年～ 

取組から得られた効果 

・お客様の利便性向上 

・バス待ち時間の短縮など利便性が向上した 

取組実施後に新たに発生した課題・残存している課題 

・故障した場合、撤去する可能性がある。 

今後の取組の方向性 

事業完了 

備考 

 

 

  

バスロケーションシステム対応の案内モニター（阪急茨木市駅）
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１１－４：交通系 IC カードの導入促進 ◎実施済み 

進捗状況 

・2014 年度で全バス事業者において導入済 

実施時期 

2014 年 

取組から得られた効果 

・お客様の利便性向上 

・利用者のスムーズな降車が可能となった 

今後の取組の方向性 

事業完了 

備考 

 

 
 

 

  

PiTaPa ICOCA hanica

カード

発行主体 スルッとKANSAI 西日本旅客鉄道 阪急バス

利
用
可
能
な
交
通
事
業
者

西日本旅客鉄道 ○ ○

阪急電鉄 ○ ○

大阪モノレール ○ ○

阪急バス ○ ○ ○

近鉄バス ○ ○

京阪バス ○ ○

タクシー
※一部利用できない会社有

○※

資料：各社ＨＰ
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１１－５：乗り継ぎ運賃の値下げ △ 調整中 新しい施策も含め検討 

進捗状況 

・適宜、乗り継ぎ運賃値下げ検討会議を開催 

実施済みでない要因 

・過年度の市民アンケート調査結果から、乗り継ぎ運賃が割引になった場合、現状の利用回数が変

わらない人が約半数 

・上記のアンケート調査結果から、ＪＲ茨木駅～阪急茨木市駅間 100 円化は、現状の利用回数が増

えるとの回答者が、乗り継ぎ運賃割引より多い 

実施のために必要となる事項・実施にあたっての課題 

・乗り継ぎ運賃の値下げには、行政負担が必要 

・自社間や他社間での乗り継ぎ運賃の値下げに関し、乗り継ぎの認証方法などに課題 

今後の取組の方向性 

継続協議 

（補足）公共交通の持続性や、利用者の利便性を向上させるため、乗り継ぎ運賃の値下げではない

「新たな施策」も含め検討を行う 

備考 

 

 

 

  

35%

50%

33%

45%

31%

22%

20%

19%

45%

0% 50% 100%

乗継料金割引制度(n=51)

JR茨木駅～阪急茨木市駅間100円化

(n=52)

イベントタイアップチケットの販売

(n=51)

現在よりも増える

現状と変わらないと思う

分からない

市⺠アンケート調査結果（バス利便性向上施策について確認）
⇒乗り継ぎ運賃が割引になった場合も現状の利⽤回数（週に2〜3⽇以上利⽤）は変わらない⼈が約

半数
⇒⼀⽅で、JR茨⽊駅〜阪急茨⽊市駅間100円化は現在よりも増えると回答している⼈が多く、他のバス

利便性向上施策の導⼊の⽅が、乗継料⾦割引制度より効果が⼤きい可能性あり

■茨⽊市内の⼭間・⼭⼿台・南部地域以外に居住する市⺠へのアンケート調査（2016年）
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１１－６：バス停までの移動支援についての検討 〇 実施中 一部実施済み 

進捗状況 

・目的地までの移動支援（ガイドヘルプ）の提供（民間委託） 

 2018 年度：報酬単価を引き上げ、新規事業者の参入等を促進 

・山間部を中心に、住民主体の買物支援サービス創出を検討 

実施時期 

2014 年～ 

取組から得られた効果 

・一人での外出が難しい障害者が、移動支援（ガイドヘルプ）を利用することで、社会生活上必要

不可欠な外出や、余暇活動等の社会参加が可能となる 

今後の取組の方向性 

継続実施 

（補足）民間委託で移動支援を提供済み 

さらに地域が主体となった移動手段の確保や、先行事例のような移動販売サービス導入

を含め、山間部のモビリティ確保の手法を検討 
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テーマ⑦自動車交通の円滑化 

施策１２：新名神高速道路（茨木 IC（仮称））へのアクセス道路整備 

 

１２：新名神高速道路（茨木 IC（仮称））へのアクセス道路整備 ◎実施済み 

進捗状況 

・茨木千提寺 IC～茨木摂津線の整備（2017 年度完了） 

・茨木摂津線～茨木亀岡線区間の整備（2022 年度完了） 

実施時期 

2014 年～ 

今後の取組の方向性 

事業完了 

備考 

 

 

 

 

  

整備区間図

出典：大阪府HP「主要地方道茨木摂津線（都市計画道路大岩線）整備事業」
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施策１３：（都）茨木松ヶ本線、（都）西中条奈良線等の都市計画道路の整備 

 

１３：（都）茨木松ヶ本線、（都）西中条奈良線等の都市計画道路の整備 〇 実施中 

進捗状況 

・（都）茨木松ヶ本線の整備（事業完了） 

・（都）西中条奈良線の整備（事業完了） 

・（都）山麓線等の整備 

実施時期 

2014 年～（茨木松ヶ本線、山麓線等） 

2014 年（西中条奈良線） 

実施済みでない要因 

・引き続き、都市計画道路の整備を推進するため（山麗線等） 

今後の取組の方向性 

継続実施 

※事業完了（茨木松ヶ本線、西中条奈良線） 

※継続実施（山麗線等） 

備考 

 

 

 

  

（都）茨木松ヶ本線の整備

（都）西中条奈良線の整備
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施策１４：環状道路の整備検討 

 

１４：環状道路の整備検討 〇 実施中 

進捗状況 

・（都）茨木寝屋川線整備に向けて大阪府と継続協議 

実施時期 

2014 年～ 

実施済みでない要因 

・引き続き、茨木寝屋川線の整備を推進する 

実施のために必要となる事項・実施にあたっての課題 

・整備に伴う、用地買収の対象となる地権者が多大 

取組から得られた効果 

・都市計画変更（幅員、形状等の変更）に向け、大阪府との協議を進めている 

取組実施後に新たに発生した課題・残存している課題 

・茨木寝屋川線の整備に向け、大阪府と協定を締結したが、都市計画変更に伴い、用地買収の対象

となる地権者が増加 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

施策１５：渋滞が発生する交差点での渋滞対策 

都市計画道路整備状況（2018 年3 月末現在）
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１５：渋滞が発生する交差点での渋滞対策 〇 実施中 

進捗状況 

・西河原交差点改良について、国、大阪府、地権者と継続協議 

実施時期 

2014 年～ 

実施済みでない要因 

・引き続き、西河原交差点の整備に向け協議を進める 

実施のために必要となる事項・実施にあたっての課題 

・用地取得 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

 

   

■都市計画道路の整備促進

JR総持寺駅の周辺整備と合わせて、国道171 号の⻄河原交差点における右折レーン設置について、道路管理者であ

る国や⼤阪府と検討中。

西河原交差点
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施策１６：送迎バス発着場の設置検討 

 

１６：送迎バス発着場の設置検討 〇 実施中 

進捗状況 

・イオン茨木北側にバス停を整備 

・阪急茨木市駅西口駅前広場は、関係者協議中 

実施時期 

2017 年 

実施済みでない要因 

・特になし 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

 

   

イオン茨木北側 送迎バス発着場整備

阪急茨木市駅西口駅前広場 暫定整備後
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テーマ⑧中心部での回遊性の高い空間創出 

施策１７：歩行スペースの拡大、自転車と歩行者の分離を目的とした道路空間の再配分の検討 

 

１７：歩行スペースの拡大、自転車と歩行者の分離を目的とした道路空間の再配分の検討 〇 実施中 

進捗状況 

・無電柱化の推進等によるオープンスペースの確保 

・歩行者と自転車を分離する法定外表示の整備 

実施時期 

2014 年～ 

実施済みでない要因 

・引き続き、自転車通行空間の整備を推進する 

取組実施時の工夫 

・中心部周辺を景観上重点地区とし、建築物等の規模に関わらず届出前に事前協議を実施している 

取組から得られた効果 

・景観協議により、中心部周辺の民有地において、１ｍ以上のオープンスペースを確保（R4:11 件、

R3:6 件） 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

 

自転車通行空間の法定外表示
（ＪＲ茨木駅-阪急茨木市駅間）



 

109 

施策１８：中心市街地の活力創出に向けた JR 茨木駅～阪急茨木市駅間の一方通行化 

 

１８：中心市街地の活力創出に向けた JR 茨木駅～阪急茨木市駅間の一方通行化 〇 実施中 

進捗状況 

・一方通行化シミュレーション映像を作成（2014 年度） 

・出前講座の開催などにより、市民への周知を実施 

・魅力的な空間形成を目指したワークショップや社会実験を実施（2021～2023 年度） 

実施時期 

2014 年～ 

取組実施時の工夫 

・中央通り、東西通りを対象に、沿道関係者とともに魅力的なデザインの検討や社会実験を実施

し、沿道関係者等の理解と機運の醸成に努めている 

取組から得られた効果 

・歩いて楽しい沿道景観の形成を促進するため、景観計画を変更した 

・通りの将来像やデザインなど、目指す方向性を示すため、魅力的な通りの指針となるストリート

デザインガイドラインを作成した 

取組実施後に新たに発生した課題・残存している課題 

・一方通行化の実現にあたっては、景観面の検討のほか、道路断面の見直しや交通量の低減につな

がる交通面の具体的な検討を引き続き行うことが必要 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

   

出典：茨木市東西軸ストリートデザインガイドライン（素案）

（※令和５年度末策定予定）
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テーマ⑨利用者マナー・意識の向上 

施策１９：モビリティ・マネジメントの推進 

 

１９－１：モビリティ・マネジメントの推進 〇 実施中 

進捗状況 

・公共交通やコミュニティサイクル利用促進に関する啓発 

実施時期 

2014 年～ 

取組実施時の工夫 

・転入届提出時や運転免許証自主返納支援事業の手続きにおいて、公共交通マップを配布 

・茨木市のホームページにて、COOL CHOICE の取組として、公共交通機関や自転車の利用を推奨す

るスマートムーブについての呼びかけを実施 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

 

 

市ＨＰ

いばらき公共交通マップ（2023年版）
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１９－２：電気自動車等の低公害車の普及促進 〇 実施中 

進捗状況 

・公用車へのエコカー導入促進、エコカーの展示会の実施、低公害車等に係る国の補助事業の情報

提供 

・電気自動車用充電スタンド装置を 1 機設置 

実施時期 

2014 年～ 

取組実施時の工夫 

・地球温暖化対策実行計画に基づき、走行中に二酸化炭素を排出しない電気自動車や、排出量の少

ないエコカーの普及を促進し、環境にやさしいまちづくりを進めている。いばらき環境フェアに

て、エコカーの展示を実施している 

・環境保全に向けた率先実行計画（エコオフィスプランいばらき）に基づき、公用車の更新時には、

可能な限りエコカーを導入 

・茨木市内の一部路線で、国の補助事業を活用した電気バスが運行開始。本事例を PR することで

低公害車の普及促進に努める 

取組から得られた効果 

・市内の次世代自動車の割合が 11%(平成 30 年度)から 14%(令和３年度)に増加 

・公用車のエコカー導入状況は、燃料電池自動車１台、ハイブリッド車６台、超低燃費車 125 台。

（2022 年 3 月現在） 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

   

令和４年度いばらき環境フェア

中央公園駐車場EV車用充電スタンド
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１９－３：電気自動車等のカーシェアリングの導入促進 〇 実施中 

進捗状況 

・カーシェアリングについての情報提供 

実施時期 

2014 年～ 

取組実施時の工夫 

・茨木市のホームページにて、市内のカーシェアリングの実施状況や、コミュニティサイクルの紹

介を掲載している 

・いばらき環境（エコ）ポイントの対象とすることでも、利用の促進に努めている 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

 

   

リンク

茨木市ＨＰからカーシェア事業者の紹介
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施策２０：歩行者・自転車・自動車利用者の交通ルール・マナーの啓発 

 

２０：歩行者・自転車・自動車利用者の交通ルール・マナーの啓発 〇 実施中 

進捗状況 

・交通安全教室、自転車マナーアップ運動や高校生の自転車通学運転免許証講習会等を実施 

実施時期 

2013 年～ 

取組実施時の工夫 

・市のホームページにて、市内のカーシェアリングの実施状況や、コミュニティサイクルの紹介を

掲載 

・いばらき環境（エコ）ポイントの対象とすることでも、利用の促進に努めている 

今後の取組の方向性 

継続実施 

備考 

 

 

 

 

 

   

自転車免許証講習会 交通安全教室

自転車免許証講習会 マナーアップ運動
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参考資料２：茨木市の都市特性（地域概況・交通の現状） 

参考２.１. 茨木市の都市特性 

茨木市における都市特性として、地勢、土地利用の状況、主要施設の分布状況、交通基盤、人口動

態、従業者・通学者数、従業人口について整理を行いました。 

 

１） 地勢 

・本市は淀川の北側、大阪府北部に位置し、東西 10.07km、南北 17.05km と南北に長く、市域面積は

76.49km²です。北部は北摂山系、南部には大阪平野の一部をなす三島平野が広がっています。その

起伏の中を安威川が南北に流れています。 

・中心地域の多くと南部地域は平野が広がり、市役所から概ね 4km 圏内に位置します。また、高低差

が少ないことから、自転車を利用しやすい環境であると言えます。 

・丘陵地域は市役所から 3km 以上離れ、丘陵地域の南側に位置する国道 171 号や名神高速道路の周辺

は中心地域との高低差は小さいが、北側ほど標高が高くなり、中心地域との高低差が 200m 以上の

ところもあります。 

・北部地域は大半が山地であり、中心地域との高低差が 200～500m 程度あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土地理院 

図 茨木市の地勢  

茨木市役所 
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２） 都市構造 

・茨木市は京阪神を繋ぐ国土軸上に位置し、大阪府内を結ぶ地域幹線軸が縦横に交差する、広域的な

交通条件に恵まれた地域です。 

・中心地域と南部地域は一般市街地や商業業務地、工場地として利用されており、北部地域と丘陵地

域の多くは、山林及び田、畑が中心の土地利用になっています。 

・国道 171 号、府道大阪高槻京都線などの幹線道路沿線では、工場や倉庫などの土地利用が多く、南

部地域の一部では大阪府中央卸売市場や北大阪トラックターミナル等が立地する北大阪流通業務

地区があります。 

 

資料：茨木市都市計画マスタープラン 2025▶2035（令和 7年 3月予定） 

図 都市構造図  
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３） 主要施設の分布状況 

① 病院 

・医療施設は、茨木駅、茨木市駅の近辺に集中しています。山間部には病院がなく、診療所が点在し

ています。 

・商業施設は、鉄道駅の近辺に多く、大型店舗は彩都を含んだ市内各地に立地しています。 

・福祉施設は、平野部を中心に、鉄道駅やバス路線の近くに立地しています。 

 

 
※教育・文化施設は、公民館・コミュニティセンター・青少年センター・図書館（分室を含む）・福祉文化会館等を記載 

※福祉施設は、福祉施設（通所型）・多世代交流センター・地域包括支援センターを記載 

資料：茨木市立地適正化計画より作成 

図 病院の立地分布  
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４） 交通基盤 

・国土軸上に位置し、大阪府内や他府県を結ぶ地域幹線軸が縦横に交差しており、広域的な交通利便

性に恵まれています。 

・鉄道は西日本旅客鉄道（JR 東海道線）、阪急電鉄（株）（阪急京都線）、大阪高速鉄道（株）（大阪モ

ノレール線（本線）、彩都線）の３社が運行しており、大阪市内や京都市内、大阪国際空港等を結ん

でいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省鉄道局「鉄道要覧」 

図 茨木市の交通基盤   
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５） 人口動態 

① 人口密度、人口推移 

・JR、阪急の沿線をはじめ中心地域は鉄道駅を中心に人口が集まっています。 

・我が国は人口減少が進んでいますが、茨木市の人口も同様に減少傾向に向かっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 2 年国勢調査、『日本の市区町村別将来推計人口』国立社会保障・人口問題研究所 

 

図 人口分布図 

   

１）S60～R2 人口は、国勢調査より 

２）R7～R27 人口は、『日本の市区町村別将来推計人口』より 
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② 高齢化率 

・本市の高齢化率は全国平均と比較すると低い状況にありますが、北部地域の高齢化率は高くなって

います。 

・現在、約 6.9 万人の高齢者が市内に常住していますが、今後 10 年間で約 0.7 万人（約 1.1 倍）増加

し、約7.6 万人（高齢化率約27％）になると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 2 年国勢調査      

図 地域別高齢化率 

 

 
資料：R2：国勢調査、R12,R22：『日本の市区町村別将来推計人口』、国立社会保障・人口問題研究所） 

図 高齢化の見込み（推計値）  
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６） 従業者・通学者数 

・本市に常住する従業者及び通学者のうち約６割（約 7.9 万人）は市外に通勤及び通学しており、茨

木市での従業者及び通学者のうち、市外から茨木市への従業者・通学者は約 4割（約 4.8 万人）と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 2 年国勢調査 

図 茨木市常住者の従業・通学先      図 茨木市での従業・通学者の常住地 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 2 年国勢調査 

図 従業者の流動   
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資料：令和 2 年国勢調査 

図 通学者の流動 
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参考２.２. 交通の現況 

本市の交通実態や特性について、各種調査結果及び近畿圏パーソントリップ調査等により整理しま

した。 

 

１） 自動車保有台数交通手段分担率 

・自動車保有台数は、普通自動車及び小型自動車は約 67,000 台でほぼ横ばいで推移しています。 

・軽自動車は 2022 年時点で約 28,000 台となっており、増加傾向になっています。 

 

 

※普通自動車は普通乗用車・小型乗用車・普通トラック・小型トラックの合計 

 軽自動車は四輪乗用・四輪貨物の合計 

 二輪・三輪車は軽自動車に分類されるものの内、二輪・三輪の合計 

 原動付自転車は排気量 125cc 以下のもの全ての合計 

 その他自動車はバス・特殊用途車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車の合計 

 

資料：茨木市統計書 

図 茨木市における自動車保有台数 
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２） 交通手段分担率 

・本市では、自転車の分担率が高くなっています。 

・特に山間部においては、自動車の分担率が高くなっています。 

 

 

※交通手段「不明」を除く 

※代表交通手段で算出 

資料：第６回近畿圏パーソントリップ調査の調査票情報を集計 

 

資料：第６回近畿圏パーソントリップ調査の調査票情報を集計 

 

図 茨木市及び近隣市町を起終点とする交通手段分担率 
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３） 公共交通利用者数 

① 鉄道 

・鉄道利用者の多くはＪＲ茨木駅及び阪急茨木市駅を利用し、両駅は市の玄関口となっています。 

・JR 茨木駅、阪急京都線、大阪モノレールの各駅の乗降客数は、新型コロナウイルスが流行した R2

に大きく減少しているものの、R3 には増加に転じています。 

・高齢化社会を迎え、高齢者による移動が増加することと予想され、鉄道等の果たす役割がより一層

重要となることが想定されます。 

 
資料：茨木市統計書 

図 鉄道利用者の推移 
 

 

資料：茨木市統計書 

図 市内各駅 乗降客数の推移  
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② 路線バス 

・市内では、路線バス３社が運行されており、主に阪急バスが中心地域から北部地域、近鉄バスが中

心地域から南部地域、京阪バスが中心地域から東部地域を運行しています。 

・バス利用者は、微増傾向にありましたが、3 社とも新型コロナウイルスが流行した R2 に大きく減少

しました。現在は回復傾向にありますが、コロナ前の水準には戻っていません。 

・JR 茨木駅～阪急茨木市駅間は 3 社が重複しています。 

 

 

※市内のバス停の乗車人数を合計 

資料：茨木市統計書 

 
図 路線バスの年間乗車人数 
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※阪急バス・近鉄バス・京阪バスの合計 

資料：事業者資料 

図 バス路線の運行本数 

   



 

127 

４） 公共交通空白地 

・バス停から半径 300m 及び鉄道駅から半径１kmまでを公共交通によるサービス圏とした場合、市内の

居住地の大半が公共交通サービス圏に含まれますが、一部の地域では公共交通空白地が存在します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公共交通カバー率 = 鉄道・バス停徒歩圏内の居住人口/総人口 

 鉄道駅については半径 800m、バス停については半径 300m を徒歩圏内とし、 

 徒歩圏内に居住する人口を都市の総人口で除して算出 

資料：令和 2 年国勢調査 

図 公共交通空白地（2020 年）  
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５） 鉄道駅の端末交通手段 

・ＪＲ茨木駅と阪急茨木市駅は、平日の「バス」利用が多く、通勤通学の利用者が多くなっています。 

・ＪＲ茨木駅は休日の「自動車」利用が多く、阪急茨木市駅は、平日の「自転車」と「自動二輪・原

付」の利用が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

資料：第６回近畿圏パーソントリップ調査の調査票情報を集計 

 

図 市内鉄道駅の端末交通手段 
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６） 自動車交通量 

・国道 171 号、大阪中央環状線、枚方茨木線など、市の平野部の交通量が多い傾向にあります。 

・市内主要道路では交通量が減少している区間もあるが、国道 171 号等、交通量が増加している路線

もみられます。 

 

 

資料：道路交通センサス 

図 市内主要道路の交通量   
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７） 道路の混雑度 

・中心地域及び南部地域の道路で、混雑度が 1.0 以上の路線が多数存在しています。 

・混雑度は改善傾向にありますが、国道 171 号やＪＲ茨木駅と阪急茨木市駅を結ぶ枚方茨木線等では

混雑度が依然として高い状況にあります。 

 

 

資料：道路交通センサス 

 

     ■混雑度の目安 

混雑度 交通状況の推定 

1.00 未満 
昼間 12 時間を通して、道路が混雑することなく、円滑に走行できる。渋滞

やそれに伴う極端な遅れはほとんどない。 

1.00～1.25 
昼間 12 時間のうち、道路が混雑する可能性のある時間帯が 1～2 時間（ピ

ーク時）ある。何時間も混雑が連続するという可能性は非常に小さい。 

1.25～1.75 ピーク時間のみの混雑から日中の連続的混雑への過渡状態。 

1.75 以上 慢性的混雑状態。 

 

図 市内主要道路の混雑度   

H22混雑度 R3混雑度

凡例

混雑度
〜 1.00未満

1.00 〜 1.25未満

1.25 〜 1.75未満

1.75 〜

施設
◎ 市役所

鉄道
東海道新幹線

その他鉄道

⾏政界
⾏政界
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８） 道路整備 

・北部地域と丘陵地域では彩都、安威川ダム事業に関連した道路整備が進められています。 

・中心地域では、茨城寝屋川線や駅前太中線等が整備中であり、中心部の混雑緩和が期待されます。 

・道路ネットワークの構築に向けて、順次都市計画道路の整備を行っていますが、環状道路体系（※）

としての整備が進んでいない箇所があります。 

・都市計画道路以外においても、自動車交通量の多い区間では市道拡幅や交差点改良等による道路改

良を行っています。 

 

 

 

 

 

図 都市計画道路整備状況（2024 年 3 月末時点）  

※環状道路体系：市の中心部、特に JR 茨木駅～阪急茨木市駅周辺への通過交通の

流入を抑制するため、中心部の外側において広域的な機能を担う

幹線道路で結ばれた道路網のこと。 
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９） 企業等の送迎交通状況 

・送迎バスの件数は、阪急茨木市駅西口の平日で 299 件と最も多く、次いで JR 茨木市駅西口の平日

で 253 件と多くなっています。 

・全体的に平日の方が多くなっており、通勤や通学、病院関係の送迎が多い傾向です。 

 

 

 

 

資料：実態調査（R4.10.11（火）,10.19（日）7時～19 時） 

 

図 企業等による送迎交通実態   



 

133 

１０） 交通事故発生状況 

・茨木市内の交通事故発生件数は減少傾向にありますが、自転車が関連する割合は増加傾向です。 

・特に市の南部地域において、交通事故が多く発生しています。 

 

 
資料：大阪の交通白書 

図 人身事故発生件数の推移 

 

 

資料：交通事故統計データ(R5)  

図 茨木市内における交通事故（死傷事故）発生状況（R5）  
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参考資料３：市民アンケート調査結果 

当初計画の評価指標に関する設問や、交通施策に対するニーズや意見の把握のため、市民アンケー

トを実施しました。 

 

表 市民アンケート調査の概要 

項 目 実施方法・内容等 

概要 

・茨木市総合計画改定に合わせた市民アンケート調査と併せて実施 

・当初計画の評価指標の評価に関する設問や、交通施策に対するニーズや意見

の把握のための設問を設定 

調査日程 令和５年７月５日（水） ～ ７月２３日（日） 

調査対象 
・16 歳以上の茨木市民 5,000 人 

・配布数：住民基本台帳より、性別及び年齢分布を考慮した上で無作為抽出 

有効サンプル数 ・1,632 サンプル 

調査内容 

・回答者の基本情報 

・移動状況（外出頻度、移動手段等） 

・市内の移動に関する評価 

・交通政策に関する意見   等 
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１） 茨木市内の「移動のしやすさ」に対する満足度 

・茨木市内の「移動のしやすさ」に対し、「満足している」または「やや満足している」の回答が合計

で 55.9％でした。 

 

 

 

図 茨木市内の「移動のしやすさ」に対する満足度 

 

 

 

２） 交通手段別の利用環境に対する満足度 

・交通手段別の利用環境に対する満足度では、鉄道の満足度が最も高く「満足している」または「や

や満足している」の回答の合計で 71％となっています。 

 

 

 

図 交通手段別の利用環境に対する満足度 

   

満足している

22.7%

やや満足している

33.3%
どちらでもない

17.9%

やや不満がある

17.5%
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３） 今後必要だと思う交通に関する取組 

・今後必要だと思う交通に関する取組としては、「安全な自転車空間の整備」、「安全な歩行者環境の

整備」、「渋滞を緩和するための道路の整備」と回答された方が多いです。 

 

N=1,632 

 

 

 

 

図 今後必要だと思う交通に関する取組 

 

４） 市内移動に関する将来的な不安 

・市内移動に対して、約６割の方が「少し不安を感じる」または「強く不安を感じる」と回答されて

います。 

・不安を感じる要素としては、「自分や家族が自動車を運転できなくなる」との回答が最も多くなっ

ています。 

＜不安を感じる要素＞ 

 

 

 

図 市内移動に関して将来的に移動手段の確保に不安を感じるか  

代表的な「その他」の意見 

・自動車・自転車の運転マナーの向上、路上駐車の取締り 

・免許返納者のバスなど優遇制度、高齢者のバス無料化、安い交通手段 

・駐車場・駐輪場の新設 など 

代表的な「その他」の意見 

・歩行者の利用環境が不安（歩道を通行する自転車が怖い等） 

・自転車の利用環境が不安（走行位置、自動車との共存等） 

・高齢者が多く、妊婦が公共交通を利用した際に座れない など 

N=1,553 N=881 
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５） 取組の推進について 

・利用しやすい公共交通にしていくための取組として、約７割の方が「行政や交通事業者が主体とな

り、住民も参加して考えるべき」と回答されています。 

 

 N=1,514 

 

 

図 利用しやすい公共交通にしていくために誰が取組を行っていくことが重要か   
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参考資料４：茨木市総合交通戦略協議会の開催経過 

参考４.１. 茨木市総合交通戦略協議会及び公共交通部会の開催状況 

茨木市総合交通戦略の策定にあたり、交通に関する様々な視点での検討を行うため、学識経験者、

市民、交通事業者、福祉等の団体、行政関係者で構成される『茨木市総合交通戦略協議会』を設置し、

議論を行いました。協議会は、令和５年度に３回、令和６年度に３回開催しました。なお、公共交通

に関する内容や交通施策の検討にあたっては公共交通部会を設置し、令和５年度に２回、令和６年度

に３回開催しました。 

 

 

 

 

図 茨木市総合交通戦略協議会及び公共交通部会の開催状況   
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参考４.２. 協議会・公共交通部会 委員名簿 

 

茨木市総合交通戦略協議会 委員（令和５年度） 

構成員区分 所属等・職名 氏名（敬称略） 

学識経験者 

立命館大学 名誉教授 塚口 博司 ◎ 

富山大学都市デザイン学部 都市・交通デザイン学科 

准教授 
猪井 博登 〇 

市民 
 角谷 伸一郎 

 藤田 和宏 

公共交通事業者

及び 

その運転者で 

構成された団体 

西日本旅客鉄道株式会社 阪奈支社 

地域共生室 担当室長 
中嶋 和政 

阪急電鉄株式会社 都市交通事業本部 

沿線まちづくり推進部 部長 
阿瀬 弘治 

大阪モノレール株式会社 運輸部次長 中川 義彦 

阪急バス株式会社 自動車事業本部 営業企画部（地域公共

交通担当）兼新モビリティ推進部 部長 
野津 俊明 

近鉄バス株式会社 取締役営業部長 田邉 勝己 

京阪バス株式会社 取締役 経営企画室 副室長 田中 弥 

一般社団法人 大阪タクシー協会 理事 髙橋 光浩 

大阪府民の交通環境を良くする行動 

北摂地区実行委員会 茨木地区代表 
堀内 隆彦 

福祉に関する 

団体 
茨木障害フォーラム 六條 友聡 

公共交通に関わ

る特定非営利 

活動法人 

特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 

理事・関西事務局長 
藤本 典昭 

関係行政機関の

職員 

 国土交通省 近畿地方整備局 

建政部 都市整備課 課長補佐 
東口 武生 

国土交通省 近畿地方整備局 

大阪国道事務所 地域調整課長 
森 文彦 

国土交通省 近畿運輸局 大阪運輸支局 

総務企画部門 首席運輸企画専門官 
内田 雅之 

国土交通省 近畿運輸局 大阪運輸支局 

輸送部門 首席運輸企画専門官 
中村 洋一 

大阪府 都市整備部 交通戦略室 交通計画課長 鬼追 弘臣 

大阪府茨木土木事務所 建設課長 岡本 孝司 

大阪府茨木警察署 交通課長 蟹谷 良照 

◎：会長 ○：副会長   
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茨木市総合交通戦略協議会 委員（令和６年度） 

構成員区分 所属等・職名 氏名（敬称略） 

学識経験者 

立命館大学 名誉教授 塚口 博司 ◎ 

富山大学都市デザイン学部 都市・交通デザイン学科 

准教授 
猪井 博登 〇 

市民 
 角谷 伸一郎 

 藤田 和宏 

公共交通事業者

及び 

その運転者で 

構成された団体 

西日本旅客鉄道株式会社 阪奈支社 

地域共生室 担当室長 
中嶋 和政 

阪急電鉄株式会社 都市交通事業本部 

沿線まちづくり推進部 部長 
阿瀬 弘治 

大阪モノレール株式会社 運輸部次長 中川 義彦 

阪急バス株式会社 自動車事業本部 営業企画部（地域公共

交通担当）兼新モビリティ推進部 部長 
野津 俊明 

近鉄バス株式会社 取締役営業部長 田邉 勝己 

京阪バス株式会社 取締役 経営戦略室 副室長 田中 弥 

一般社団法人 大阪タクシー協会 理事 髙橋 光浩 

大阪府民の交通環境を良くする行動 

北摂地区実行委員会 茨木地区代表 
堀内 隆彦 

福祉に関する 

団体 
茨木障害フォーラム 六條 友聡 

公共交通に関わ

る特定非営利 

活動法人 

特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 

理事・関西事務局長 
藤本 典昭 

関係行政機関の

職員 

 国土交通省 近畿地方整備局 

建政部 都市整備課 課長補佐 
大前 利夫 

国土交通省 近畿地方整備局 

大阪国道事務所 地域調整課長 
水野 洋幸 

国土交通省 近畿運輸局 大阪運輸支局 

総務企画部門 首席運輸企画専門官 
釈迦戸 久夫 

国土交通省 近畿運輸局 大阪運輸支局 

輸送部門 首席運輸企画専門官 
中村 洋一 

大阪府 都市整備部 交通戦略室 交通計画課長 江藤 良介 

大阪府茨木土木事務所 参事兼地域支援・企画課長 佐々木 清 

大阪府茨木警察署 交通課長 前田 康晴 

◎：会長 ○：副会長   
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公共交通部会 委員（令和５・６年度） 

構成員区分 所属等・職名 氏名（敬称略） 

学識経験者 
富山大学都市デザイン学部 都市・交通デザイン学科 

准教授 
猪井 博登 〇 

公共交通事業者

及び 

その運転者で 

構成された団体 

阪急バス株式会社 自動車事業本部 営業企画部（地域公共

交通担当）兼新モビリティ推進部 部長 
野津 俊明 

近鉄バス株式会社 取締役営業部長 田邉 勝己 

京阪バス株式会社 取締役 経営戦略室 副室長 田中 弥 

一般社団法人 大阪タクシー協会 理事 髙橋 光浩 

○：部会長 
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参考４.３. 茨木市総合交通戦略協議会規則 

 

平成25年３月29日 

茨木市規則第71号 

改正 平成25年６月７日規則第84号 

平成30年３月27日規則第16号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、茨木市附属機関設置条例（平成25年茨木市条例第５号）第３条の規定に基づ

き、茨木市総合交通戦略協議会（以下「協議会」という。）の組織、運営その他必要な事項を定め

るものとする。 

（職務） 

第２条 協議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務につ

いて、意見を述べるものとする。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員21人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 市民 

(2) 学識経験者 

(3) 公共交通事業者及びその事業用自動車の運転者で構成された団体から推薦された者 

(4) 福祉関係団体から推薦された者 

(5) 公共交通に関わる特定非営利活動法人から推薦された者 

(6) 関係行政機関の職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長等） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができ

る。 
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（部会） 

第７条 特別の事項に関する調査又は協議の必要が生じたときは、協議会に部会を置くことができ

る。 

２ 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

６ 部会長は、部会における調査又は協議の経過及び結果について会長に報告するものとする。 

（代理出席） 

第８条 第３条第２項第３号及び第６号に掲げる委員が事故その他やむを得ない理由により協議会又

は部会の会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、当該委員を代理する者が協議

会又は部会の会議に出席し、協議に加わることができる。 

（庶務） 

第９条 協議会及び部会の庶務は、建設部において処理する。 

（秘密の保持） 

第10条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って

定める。 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年規則第84号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年規則第16号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

 


